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令和７年第３回足寄町議会定例会議事録（第２号） 

令和７年９月１１日（木曜日）     

 

◎出席委員（１３名） 

   １番 早瀬川   恵 君  ２番 井 脇 昌 美 君 

   ３番 榊 原 深 雪 君  ４番 矢 野 利惠子 君 

   ５番 田 利 正 文 君  ６番 髙 橋 健 一 君 

   ７番 木 村 明 雄 君  ８番 細 川   勉 君 

   ９番 川 上 修 一 君 １０番 進 藤 晴 子 君 

  １１番 多治見 亮 一 君 １２番 二 川   靖 君 

  １３番 髙 橋 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   東海林 弘 哉 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員   川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総 務 課 長   佐々木 康 仁 君 

ま ち づ く り 推 進 課 長   赤 間 恵 一 君 

こ ど も ・ 健 康 課 長   石 川 建 祐 君 

高 齢 者 支 援 課 長   林   俊 英 君 

住 民 ・ 出 納 課 長   金 澤 眞 澄 君 

農 林 課 長   加 藤 勝 廣 君 

建 設 課 長   森 岡 彰 寿 君 

国民健康保険病院事務長   原 田 慎 一 君 

消 防 課 長   大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教 育 次 長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長   (加 藤 勝 廣) 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事 務 局 長   角 野 慎 一 君 

事  務  局  次  長   飯 野 真 有 君 

総 務 担 当 主 査   遠 藤 浩 一 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  議案第９３号 足寄町公の施設に係る指定管理者の指定について 

               （足寄町デイサービスセンター）＜Ｐ３＞ 

 日程第 ２  一般質問＜Ｐ３～Ｐ５０＞ 
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午前１０時００分 開議 

 

◎ 開議宣告 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の出席であり

ます。 

 本日は、足寄町母子寡婦会、身障会の皆

様が傍聴に見えられています。よろしくお

願いいたします。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

９月５日に開催されました、第３回定例会

に伴う議会運営委員会の協議の結果を報告

いたします。 

 本日９月１１日は、最初に文教厚生常任

委員会に付託いたしました議案第９３号に

ついて、審査報告を受け、審議を行いま

す。 

 次に、一般質問を行います。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 議案第９３号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 議案第

９３号足寄町公の施設に係る指定管理者の

指定について（足寄町デイサービスセン

ター）の件を議題とします。 

 本件における文教厚生常任委員会委員長

の報告は別紙配付のとおりです。 

 本件における委員長の報告は原案可決で

す。 

 これで委員長の報告を終わります。 

 ただいまの委員長の報告に対する質疑を

行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第９３号足寄町公の施設

に係る指定管理者の指定について（足寄町

デイサービスセンター）の件を採決しま

す。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第９３号足寄町公の施

設に係る指定管理者の指定について（足寄

町デイサービスセンター）の件は、委員長

の報告のとおり可決されました。 

 

◎ 一般質問 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第２ 一般質

問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 １０番進藤晴子君。 

（１０番進藤晴子君 登壇） 

○１０番（進藤晴子君） 議長のお許しを

いただきましたので、一般質問通告書に従

い、一般質問を行わせていただきます。 

件名、保護者の不安に応える「生命（い

のち）の安全教育」と性教育の充実につい

て。 

近年、性に関する問題は、低年齢の子供

たちの間にも広がりを見せており、イン

ターネットやＳＮＳの普及によって、誤っ

た知識や不適切な情報に触れる機会が増加

しています。また、残念ながら、全国で
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は、教員や保育士による学校・園内での盗

撮事件など、教育や保育の現場そのものが

性被害の場となってしまう事案も報道され

ており、保護者や地域社会に強い不安を与

えています。 

文部科学省は、令和２年に「性犯罪・性

暴力対策の強化の方針」を示し、子供たち

が性被害の被害者、加害者、傍観者になら

ないために、「生命（いのち）の安全教

育」を推進しています。足寄町の子供たち

の性教育の現状について伺います。 

１、町内の保育園において、性教育はど

のような内容で行われているか。 

２、町内の小中学校において、性教育は

どのような内容で行われているか。 

３、「生命（いのち）の安全教育」の取

組について。 

４、保護者や地域社会との連携の在り方

について。 

５、国際的基準である「包括的性教育」

についてのお考えは。 

以上です。お願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 進藤議員の「保護

者の不安に応える『生命（いのち）の安全

教育』と性教育の充実について」の一般質

問にお答えします。 

 １点目の「町内の保育園において、性教

育はどのような内容で行われているか」で

すが、現在、町内のこども園・保育所では

具体的な性教育は実施していません。 

保育士は、国が定めた「認定こども園教

育・保育要領」「保育所保育指針」に基づ

いて日常の保育・教育を行っており、同要

領・同指針の中では「性教育」という文言

は出てきませんが、保育現場では、心身の

健康・人権・生命尊重などに配慮しながら

対応しています。 

なお、２点目以降につきましては、教育

委員会教育長から答弁させていただきま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、東海林教育

長。 

○教育長（東海林弘哉君） 議長のお許し

をいただきましたので、教育委員会から、

進藤議員の「保護者の不安に応える「生命

（いのち）の安全教育」と性教育の充実に

ついて」の一般質問にお答えします。 

２点目の「町内の小中学校において、性

教育はどのような内容で行われているか」

ですが、性教育につきましては、学習指導

要領に基づき、小学校では体育、中学校で

は保健体育において主に実施しています。 

具体的には、小学校において「年齢に伴

う体の変化」「心と体の密接な関係」、中

学校では「受精・妊娠」「異性の尊重」

「情報への適切な対処や行動」等を指導し

ています。 

３点目の「『生命（いのち）の安全教

育』の取組について」は、指導の手引を参

考に、令和２年度から小中学校で「生命

（いのち）を大切にする」「加害者になら

ない」「被害者にならない」「傍観者にな

らない」等の教育を適宜実施しています。 

４点目の「保護者や地域社会との連携の

在り方について」は、「困ったときに助け

てと言える力」「自分の大切な体や心を守

るために、その場に応じた行動をとる力」

を身につける上で、非常に重要であると考

えています。 

また、中学校では、役場から保健師を講

師として招き、「性」に対して正しく、適

切な理解を深める特別活動の授業を実施し

ており、今後とも関係機関の協力を得て、

保護者や地域社会との連携を深めていきま

す。 

５点目の「国際的基準である『包括的性

教育』についてのお考えは」についてです

が、教科における生殖の仕組みや感染症予

防の知識も大切ですが、「包括的性教育」

で掲げる性の多様性、ジェンダーの理解、

人権の尊重、発達段階に応じた教育なども

今後の性教育の在り方として大切なことで

あると考えます。ただし、公立の小中学校
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である以上、学習指導要領に基づく指導が

原則となるため、教育内容の充実は段階的

に進めざるを得ないことを御理解いただき

たいと存じます。 

近年、幼児や児童生徒が性犯罪に巻き込

まれる事件が増加しています。また、教員

や保育士が性加害者となる事例もあること

から、保護者に大きな不安を与えており、

このような犯罪を防ぐためにも「性」に対

する正しい知識を指導するとともに、保育

所や学校職員への確実な服務規律の指導、

保持に努めます。 

引き続き、子供たち、保護者・地域の皆

様に対し、安心・安全な保育・教育に努め

てまいりますので、御理解を賜りますよう

お願い申し上げ、進藤議員の一般質問に対

する答弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君）  再質問を許しま

す。 

 １０番進藤晴子君。 

○１０番（進藤晴子君） では、再質問を

させていただきます。 

まず、１番目の町内の保育園の性教育の

現状ということでございます。 

まず、この質問をするに当たりまして、

性教育という言葉を使うのか使わないのか

ということでちょっと悩みましたが、一般

的に性教育というと、皆さん、町民のこれ

を聞かれている方もイメージしやすいので

はないかということで、性教育という言葉

を指導要領に使っていないということを承

知の上で使わせていただきました。なの

で、町長からの答弁では、性教育というも

のはやっていないという御返答をいただい

たわけですが、ちょっと詳しく聞かせてい

ただきたいと思います。 

これをつくるのに当たって、認定こども

園というのが私のほうであまりどういうよ

うな組織で、どのような形で、管轄がどこ

であるとか、そういうことが分からなかっ

たので、保育所のほうに行って確認してま

いりました。その中で聞いたのは、認定こ

ども園というのは、今はこども家庭庁であ

ると。ただ、移行したばかりでありますの

で、厚生労働省から総務省、そしてこども

家庭庁にわたってきているので、いまだに

まだ違うところからも情報が入ってきて、

意外と混乱している状況だというようなお

話を聞いております。現場の人たちのやり

づらさというのを伺いました。 

その中で、性教育、指導要領ですね。指

導要領の中身をどう子供たちに接している

のかということをお伺いしたところ、まず

は、３番目の「生命（いのち）の安全教

育」というのですけれども、これは文科省

のほうから出ております。ただ、文科省の

中の幼稚園児、５歳、６歳、年長さんぐら

いの年頃に対してのものは意外と網羅され

ているのですね、指導要領の中に。詳しく

話を聞くと、やはりプライベートゾーンで

あったりとか、自分を大切にするために、

ちょうど性の目覚めの時期でありますの

で、一番大切な時期かと思います。それを

いつもの保育園の生活の中で、トイレで

あったり、お着替えのときであったり、そ

ういうときには配慮をしているということ

で、具体的に「生命（いのち）の安全教

育」というものを持ってこなくても、もう

既に保育所の中ではそういうことをやって

いるのだなと、先生たちも勉強されている

のだなというのが大変分かりまして、安心

したところであります。 

ただ、一つ気になったところが、保育園

の人たちも、私が聞きにいったのはどんぐ

りさんなのですけれども、人数がたくさん

います。免許も認定こども園になったとき

に、保育士と幼稚園教諭、両方を併せ持っ

た人でなければいけないというところも確

認しましたら、５人、きちんと免許も取っ

ていると、教育も受けているということで

した。ただ、そうでない方、保育士さんで

もない免許を持っていない方、皆さんが子

供に接するわけですので、同じような視点

でもって、子供に接することができるのか
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どうかというところが私はちょっと心配で

した。特に保育園の中身というのは、親に

もなかなか分かりづらい部分もありますの

で、その辺のことを聞いたときに、やはり

同じ視点でもってやれるように私たちは指

導しているのですけれどもというお話でし

た。 

行政にお伺いしたいのは、今の保育園の

現状、スタッフの人数、業務内容、そうい

うものを全部ひっくるめたときに、本当に

あの人数で研修に行かせたり、例えば精神

的にもいっぱいいっぱいになったときに

は、部署を替えたりとかということもされ

ているそうです。それは、やはり園長先生

の器量、園長先生次第だと思うのですけれ

ども、そういうものを研修として外に行か

せたり、ちょっとお休みさせたり、そうい

う余裕があるのかどうかというところをお

伺いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 石川こども・健康

課長、答弁。 

○こども・健康課長（石川建祐君） 研修

については、ごめんなさい、回数とかは押

さえていないのですけれども、今回のこと

を含めたいろいろな内容の研修を受けるこ

とはやっています。ふだんであれば、平日

は保育がありますので、土日の研修とか、

あと園内でやる場合、時間外で夜やったり

とか、そういったことでやっています。休

みに関しては、一般的な休暇を取っていた

だくような感じで対応しております。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 保育士さんたち

のそういう性被害もやはり絶えないといい

ますか、ありますよね、いまだに。なかな

かあれなのですけれども、やはりその原因

はもろちんいろいろあるかと思います、た

だ、業務が大変忙しいと、子供相手なの

で、また親の対応もしなければいけないと

いうところもございますので、そういうス

トレスというのは絶対にあるかと思うので

す。その事件の中にはですね、案件の中に

は。そういうところを、やはり誰かが管理

していくということが必要かなと思いま

す。なので、お休みというのは、きちんと

年休というのは取れていますか、有給休暇

は。 

○議長（髙橋秀樹君）  こども・健康課

長、答弁。 

○こども・健康課長（石川建祐君） 休み

に関しましては、今、年休は必ず５日以上

取りなさいとか、そういった部分もありま

すので、必ずそれ以上は取らせるようには

しております。あと、夏休みは３日間ある

のですけれども、それも取りなさいと、そ

ういった形で、休みはしっかり取ってもら

うようにしております。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

認定こども園どんぐりさんのほうは、休み

もきちんと取っているということで安心い

たしました。 

それで、今、上利別のほう、保育所が外

の保育所ですね、小規模保育所といいます

か、へき地保育所とみんなは言っておりま

すが、今、二つやっています、螺湾と、あ

と芽登と。ほかの議員の一般質問の中でも

ありましたけれども、何人かの子供に保育

士が何人と、ちょっとそれはという話もあ

りましたけれども、やはりどうしても人数

が少ないわけですよね。その人たちのお休

みであるとか、それはきちんと取られてい

るのでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君）  こども・健康課

長、答弁。 

○こども・健康課長（石川建祐君） へき

地保育所に関しましては、休みを取る方が

いた場合、代替さんだったり、主査が、

今、芽登保育所にいるのですけれども、螺

湾の保育士が休みだった場合、芽登から螺
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湾に行ったりとか、そういったことで対応

しております。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 職員の対応はき

ちんとされているということで受け止めま

した。 

では、保育園児、就学前の子供たちに対

する性の目覚めのときですね、そのときに

性教育が一番大切かもしれないという話

に、いろいろ勉強しますとなってきます

が、その辺の受け止め方はいかがでしょう

か。 

○議長（髙橋秀樹君）  こども・健康課

長、答弁。 

○こども・健康課長（石川建祐君） 町長

の回答の中でも、保育現場で心身の健康・

人権・生命尊重というところで、これは保

育の目標として定められているものなので

すけれども、それに基づいて、議員仰せの

とおり、保育の中で、プライベートゾーン

とか、あと生命の関係は、動物を飼育した

り植物を育てたりということをやりなが

ら、教育とかではないのですけれども、実

際に日常を通じて学ぶという言い方も正し

いのかどうか分からないのですけれども、

学んでいくような感じになっていくのかな

と思っております。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

多分子供なので、集めて、はい、ちょっ

とお勉強しましょうというわけにはいかな

いわけですよね。日頃の生活の中で、それ

はやはり学びだと思います。一番大切なこ

とを自然に教えていくということが一番大

切であって、それがその後の性教育という

か、成長発達段階に合わせた中で生きてく

ると思うので、ぜひ今の取組を私はして

いっていただきたいなと思います。 

あと、性教育に絡んで、先ほど管轄と言

いました。こども家庭庁が認定こども園の

管轄ですね。なのですが、外の保育所はい

まだに厚生労働省という話を聞いておりま

す。その時点で、やり方が難しいという

か、現場の人はそんなことはないよという

ふうにおっしゃっていたのですけれども、

本当にそうなのですかね。 

○議長（髙橋秀樹君）  こども・健康課

長、答弁。 

○こども・健康課長（石川建祐君） 答弁

にもあったとおり、認定こども園の教育・

保育要領と、それから保育所保育指針と２

パターン、書いたのですけれども、僕も中

身を見たところ、内容的には似たような内

容で、保育に関してはほぼ同じような内容

に近いものがあるので、そういった点で、

子どもセンター、保育所内でも特に問題は

ないのかなという話をされたのかなと思い

ます。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 特にそれは問題

ないということで、ただ、性教育だけでは

なくて、今、話を聞くと、いろいろなとこ

ろから、こども家庭庁からやれということ

でいろいろ下りてくることに目いっぱい

で、なかなか現場は大変な状況にあるかと

思いますので、行政のほうから、その辺は

フォローしてあげてほしいなというふうに

思います。 

では、次の２番目の小中学校の性教育の

現状についてお伺いいたします。 

私の調べたのと少し違ったところを確認

したいと思います。学習指導要領に基づき

小学校では、体育の中で性教育のことは

やっているというふうに答弁にありまし

た。理科の時間にもやっているというよう

な話も、私が調べた中であったのですが、

これはいかがでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 
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○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

答弁の中で性教育の指導につきまして

は、保健、あと中学校については保健体育

ということで回答しております。ただ、小

学校につきましては、理科の生殖に係る部

分だとかでも、触れられているといえば触

れられております。ただそれ以外でも、学

校の現場では、例えば道徳だとか特別活動

だとか、そういった時間を活用しながら、

様々な形で性教育に関係した指導をしてい

るということでございます。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

道徳や理科、生物の生殖ですか、そちらの

ほうも使いながら教育をしているというこ

とですね。 

３点目もちょっと絡んでくるのですが、

この「生命（いのち）の安全教育」が３点

目で適宜実施していますというような御答

弁でありました。では、現実に学校教育の

中で、多分年間に日本の場合は３時間ぐら

いしかないというような話も聞いておりま

す。海外は１０時間、１５時間ある中で、

日本は極端に少ないという話も聞いており

ますが、その短い時間の中で、この「生命

（いのち）の安全教育」を適宜実施とはど

のような適宜実施なのでしょうか。 

お願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

今、議員御指摘のとおり、性教育の時間

につきましては、小中とも年間に合わせて

二、三時間の時間しか取れていないという

のが実情でございます。そういった中で、

様々な、後ほど別の項目の答弁でもござい

ますが、外部講師を呼んで、そういった指

導をしたりしております。 

適宜とは、いろいろな形で、ちょっと言

葉苦しいのですけれども、先ほど保健体

育、体育の中では当然触れられることであ

りますが、それ以外にでも、例えばどこか

の学年で、何かそういった部分でちょっと

指導しなければ駄目だなということがあれ

ば、当然その中で学活だとか、そういった

形の指導もございますし、いろいろな形

で、学校長は工夫して指導するというよう

な形をしているというふうに捉えていただ

ければと思います。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 中学は少しお話

を聞ける方がいまして、知り合いがいるも

ので、その方からお話もちょっと伺ったの

ですが、小学校では、誰がそういう性教育

に、性教育という言葉はあれですけれど

も、今おっしゃったことを指導されている

のでしょうか。担任ですか、それとも特化

されて、どなたか養護教諭とかされている

のでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 小学校につき

ましては、教科担任制ではございませんの

で、基本的には学級担任が担うということ

になりますが、当然、養護教諭と連携しな

がら、内容によって、道徳の時間のこの

テーマについては担任だけだとか、この指

導については養護の先生が入ってだとか、

そういった部分で適宜対応していただいて

いるかなというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 小学校の場合

は、教科担任制ではない、その免許の取り

方ですね。学生のときに、中学校は保健体

育とかいう場合は、その科目を取って勉強

されてくると思います。小学校の先生たち

というのはいかがなのでしょうか、そうい

うことをお勉強されてくるのでしょうか。



 ― 9 ― 

そういう指導をしなくてはいけないことに

対しての、学生のときの勉強内容ですね、

学習内容、知識を持っているのかどうかと

いうことをお伺いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

正直申し上げて、大学のカリキュラムま

では把握していませんが、教師に採用され

てから、様々な研修がございます。これは

校内研修もございますし、十勝には十勝教

育研究所という研修する学びの場もござい

ます。そういった中で、事前に指導する内

容につきましては、校長・教頭に報告して

確認する、学級主任とも相談しながら、こ

ういった指導ができるか、指導してよろし

いかという確認をしますので、そういった

研修の場、確認作業の中で指導する内容が

決まっていくのかなというふうに思いま

す。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

それは卒後に研修で補っていくという形

で、指導要領で御指導されていると思いま

すので、その中身は、指導要領のことに関

しては、卒後に研修で補っていくという形

で捉えてよろしいですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 東海林教育長、答

弁。 

○教育長（東海林弘哉君） もちろん教師

になるということは、教職の課程を取って

いるということになりますので、基本的に

学習指導要領の内容については、広く学習

して、そして教員資格を取っているという

ことになります。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

指導要領のことに関しては、勉強してお

いでになっているというふうに捉えまし

た。 

では、中学です。中学は教科担任制に

なっております。いろいろな中学の先生の

お話を伺ったところ、３番目も一緒に含め

て再質問させていただいておりますが、

「生命（いのち）の安全教育」ということ

に関しては、名前は知っているけれども内

容は知らないとか、体育の先生、養護教諭

の先生と普通のというかほかの科目の先生

たちとの間で、かなり知識といいますか、

視点といいますか、違いがあるように、私

は素人ですけれども感じました。その辺は

いかがでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） 進藤議員の御

質問にもあるとおり、文科省から令和２年

度に「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」

を示されました。その後に、文科省のほう

から「生命（いのち）の安全教育」につい

てということで、令和２年度から集中的に

取り組みますよと、たしか３か年だったは

ずなのですが、そうですね、令和２年度か

ら令和４年度までに集中的に取り組みます

よというようなことで、様々な資料だとか

啓発パンフだとかも通知されてきて、保護

者にも周知されていると思っております。 

その中で、その後もこれは３か年で終わ

りかといえば、そういうことでは決して考

えておりませんので、こういった取組を通

じて、現在まで引き続き、「生命（いの

ち）の安全教育」については取り組んでい

ただいていると思いますが、議員御指摘の

とおり、やはり性教育に関しては、年間２

コマ、３コマ、二、三時間しか取れないよ

うな中で、どれだけ指導できるかという部

分もあります。その中で、先生方、教職員

の認識の濃淡も実際あるのではないかなと

いうふうに思います。特に、この令和２年

度から令和４年度の集中的な取組を経験し

ていない、特に若い先生については、そう
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いった部分の濃淡もあるのかなというふう

に思いますが、今回御質問を受けて、各学

校長にも聞いてみましたが、その中でこれ

に基づいて、基づいてというか、これに関

連した指導に心がけているという校長先生

ももちろんいらっしゃいますし、そういっ

た中ではつながってきているのではないか

なというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 令和２年にこう

いう法律ができて、４年、５年たっている

わけですけれども、なかなか進んでいない

というのが現状かなというふうに思いま

す。それには先生たちがかなり忙しい時間

を過ごしているということと、カリキュラ

ムの中で子供に対する時間が３時間しかな

いということと、いろいろなことがあるか

と思いますが、今回この質問をしたのが、

もともと一度は性教育に関して教育委員会

がどう思っていらっしゃるのか聞きたいな

というふうには思っておりました。 

ただ、この７月、６月、事件がありまし

た。名古屋の教師たちがＳＮＳでつながっ

て、こういう事件が起こり、そして、その

後もまだまだ起こり続けている。もう挙げ

るのが大変なくらい全国で起きておりま

す。闇が深いのかなと。文科省のほうか

ら、それはそれで多分そういうこともある

だろうなと、先生たちだけは特別ではない

し、性加害については先生たちというより

も、むしろ身内であったり近場の人であっ

たり、そういう被害が多いということも聞

いておりましたので、先生だから特別では

ないなというふうには自分では認識してお

りました。 

ただ、これがあったときに、ここまで学

校の全部を全て点検しろという指示が出た

という話を聞きまして、私が思っているよ

りも、これは大変ひどい状態になっている

のだなと、子供を持っている親としては身

震いしました。 

そういう状況にあって、実際、学校から

はお便りがあったみたいです。私はちょっ

と息子からもらわなくて知らなかったので

すけれども、そういう発信がなかなかな

い。北海道新聞などでは、北海道の学校、

１,０００何校ですか、点検したけれども何

もなかったというようなことが、後でち

らっと出ておりました。その後で、学校側

の対応は、学校の先生たちにスマートフォ

ンを取りあえず学校では使わせないという

ような話も、そういうものかなと、私はそ

れだけで終わることではないよねというふ

うに思って、今回この質問に至りました。 

先生によって、若干この視点が重く捉え

る先生とそうではない先生がいるのも当た

り前だと思いますが、学校はそうであって

は、私はいけないと思うのです。個々の先

生はそうであっても。全国でいうと、中学

校の場合は、大体５０％ぐらいがこれを取

り込んだ授業をしているというふうに出て

おりました。特に北海道教育委員会は、意

外と進んでいると、失礼なのですけれど

も、ありまして、「生命（いのち）の安全

教育」の実践事例ということで、実際の事

例を通して発信しております、推進してお

ります。それを学校の校長先生たち、教育

委員会はどのように捉えて、今後どうして

いきたいのかというところ、私は議員です

ので、こうしろとか教育に対してそういう

ことは言えません。いろいろな事件もあり

ました。政治が介入した事件もありました

が、だけれども、今どう思っているのかと

いうところ、どう進めていきたいのかとい

うことを、私は発信してほしいと思うので

すね。 

最後の本題に入ってしまうといけません

ので、その辺、教育長から御答弁をお願い

します。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育長（東海林弘哉君） 今、進藤議員

の切実な思いをお聞きして、本当にそのと
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おりだなと。全国でいろいろな性被害の

ニュースが出るたびに、私自身も本当に心

を痛めている。 

ただ、そういう人たちというのは、本当

に一部だと私は信じているのです。ほとん

どはそうではない。でも、そういう人たち

がいることによって、みんなが疑われる。

そして、先ほど進藤議員が言われた、保護

者も地域の人間もみんな心配している。こ

れは事実だと思うのです。 

では、その心配を、安心・安全な気持ち

に変えていく、つなげていくためには、ど

うしたらいいのかというところは、まず、

今回のしっかり調べる、確認する、調査す

る、まずそこからスタートしないといけな

いのかなと。ですから、本来、そんなこと

をやってという気持ちになる方もいらっ

しゃると思うのですが、やはりそこからス

タートして、新たに子供たちにどういう指

導が必要なのか、どんな対応が必要なのか

というところを目指していかないと、なか

なか解決は難しいかなと思っています。 

議員が言われたとおり、対症療法だけ

で、こういうことがなくなるとは思えない

です。ただ、僕は日常的に本当に大事にし

ている言葉、バランスという言葉なので

す。先日の校長会議のときにも、このバラ

ンスというのを大事にしましょうというお

話をしています。昨今、ＡＩだとか何と

か、はやりものを随分強調されていますけ

れども、でも昔からやっていることも大事

なことがあるのだ。両方大事なのだ。で

は、限られた時間の中でそれをどう展開し

ていくかということは、それが私たち教育

行政だとか、学校だとか、そういうところ

に求められているところかなと思います。 

まだ地域とのつながりだとかというの

は、後ほどきっと御質問あるのかなと思い

ますので、その場面でまたお話をしたいと

思います。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 教育長のお考え

は分かりました。 

先ほど、具体的に５０％と挙げましたけ

れども、大体そのぐらいしか進んでいない

と。だけれども、取り組もうとしていると

いうふうに捉えてよろしいですか、学校

側、教育委員会。分かりました。 

特に必要ないと思っているわけではない

ですよね。分かりました。 

実際、学校の先生に聞いた中でのお一人

が言っていたのは、この「生命（いのち）

の安全教育」を取り入れて、自分が子供に

指導するに当たっては、自分の私見でとい

うふうにおっしゃいました。それは学校の

意見でもないし、ただ自分の私見でとおっ

しゃったのですけれども、やはり歯止め規

制というのが気になると。これは、中学校

であれば、受精・妊娠を取り扱うものと

し、妊娠の経過は取り扱わないものとす

る。どうして子供が生まれてくるのか、そ

の部分だけ切り取って、教育を行っていな

いと。なので、学習指導要領に関しては、

自分も知識もあるし、そういう教育を受け

ているので、そういう指導はできると。だ

けれども、それを踏み越えては、僕はやは

りちゅうちょすると。そう言われたとき

に、私はこの一般質問をするに当たって調

べた中、教育長はお分かりだと思います

が、２００３年、２２年前ですね。２００

３年、東京都の都立の七生養護学校、当

時、養護学校と言っておりましたが、そこ

で取り組んでいた、ここは障害児への性教

育を行っていたと。その学校は、知的障害

のある小学生から高校生までが通ってい

て、思春期を迎えて、体や心の変化に戸惑

う子が出てきている。それで、生徒同士で

のそういうトラブルも起きたり、性的な関

係や性的ないたずらというもののトラブル

が起きたり、保護者も交えて、当時の教員

によって、性器の洗い方であるとか、女性

の生理ですね。あと、避妊方法であると
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か、気持ちの変化とか、学習指導要領より

ももっと深く入って、みんなで話し合った

結果、そういう指導をしたと。それに対し

て、世間の常識とはかけ離れていると都議

会議員が非難をし、政治介入ですね。都の

教育委員会が教材を没収、校長の降格処分

などの処分を下したと。皆さん、どう捉え

るかですね。ただ、その後に教員が訴えた

裁判で、最高裁は都議会議員などの行為

を、教育基本法で禁じる不当な支配に当た

ると認めましたと。最終的には法は認めた

ということなのですよね。大変重い。で

も、それを見た、それを知って勉強してき

て教員になった若い先生たち、教育指導要

領以外のことを踏み込んでできるかと、私

なら多分できないと思うのですよね。それ

については、国会でもいろいろ討論され

て、最終的には歯止め規制は撤廃しないと

いうことが文科省の今のところのお答えで

ありますが、ただ、それを受けてでも、や

はり５０％の学校は何らかの方法で、この

「生命（いのち）の安全教育」についても

やっているわけです。それは教員としての

プライドと、子供たちに対する愛情と、そ

ういうものを考えたときに、いや、もう

ちょっと拡大解釈していいのではないかと

いう形で取り入れていらっしゃるそうです

けれども、こういう歯止め規制、歯止め規

定でなかなか踏み込めないという、その教

員、若い先生たちの状態について、教育

長、どう思われますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育長（東海林弘哉君） 実は、性教育

に関しては、もう何十年も前から、そうい

うところにすごく課題があって、そういう

ことが必要だと思っている、例えば養護教

諭の方とかたくさんいらっしゃるのですよ

ね。なかなか、でもそれを踏み越えていけ

ない。その理由は幾つかあると思うのです

けれども、その一つとして、例えば、最近

本当に教育現場でも訴訟問題がすごく多い

のですよね。ちょっとした都市になると、

もう五つ並行して訴訟処理をしていると

か、そういう状況になっています。これが

足寄町でもというふうに、未来的にはなっ

てくる可能性はある。そうなったときに、

やはりエビデンスというものはすごく大事

になる。根拠は何をもってここで指導して

いるのですかということですね。 

それから、これははっきりこうですねと

確定して言えるものではないのですが、日

本人の国民性だとか多様な考え方、多様

性、それこそ多様な考え方がございますよ

ね。この性に関する指導についても、物す

ごく幅広くいろいろな考え方の人がいらっ

しゃる。ですから、そういうところを、僕

はどの意見も大事にしていくということが

教育の基本だと思っていますから。ですか

ら、先ほど答弁書にもありました段階的

に、段階を踏んでというところなのです。

簡単にはいかないのです。学校の校長は、

職員を守るのも大事な仕事ですから。で

は、どうやって守るか。それは根拠をもっ

て日常の教育をするということです。 

では、性教育、今問題になっているこ

と、そのままでもいいのか。そうはならな

い。今、学校だけでやっているのを、本当

に学校だけに任せておいていいのかという

問題もありますよね。多分、進藤議員もそ

ういう辺りは、いろいろなお考えをお持ち

だと思うのですけれども、そういうことで

すとか、やはりいろいろなバランスを取り

ながら、子供たちの不利益にならない、し

かも、そこに関わっている先生方の不利益

にもならない、そういうところを考えなが

ら、日常の教育をやっていくというのが大

事かなと。 

例えば、性教育というのはただ性のこと

を教えるではなくて、これもまさしく生き

方指導だというふうに一般的に言われてい

ますし、僕もそう思っています。ほかに

も、例えば進路指導。進路の学習も、これ

生き方指導ですから、キャリア教育も含め

て。全部生き方指導なのです。 
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そうやって絡むということを考えれば、

例えば特別の教科道徳、道徳の中にも、例

えば相互理解だとか友情だとか、思いや

り、生命の貴さだとか、そういう項目で必

ずどこの学年も指導することになっている

のです。これ、全て共通してくるのです。

性教育にもつながってくる。ですから、性

教育としては、年間一、二時間しか取って

いないけれども、それに関連した教育とい

うことで、相当数の時間を使っている。こ

れ以外にも、学級活動の中でもやっていま

す。それを発達段階に応じて、小学校から

中学校まで全部指導している。これを間違

いなくやっていますから、それも含める

と、相当な時間を性教育にも使っていると

いうことになると、私自身は考えていま

す。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 教育長のお考え

と、今、学校の中で、性教育という枠組み

ではない中で、人権も踏まえたということ

ですね。いろいろと大きく捉えて教育をさ

れている。包括的性教育、次のことに入っ

ていくとは思うのですが、その前に、「生

命（いのち）の安全教育」が始まって、強

化期間で３年間やって、それに対する評価

であるとか、いろいろなところでいろいろ

な意見、論文も出ております。私がこの

「生命（いのち）の安全教育」を全部網羅

してみたときに、何か違和感があるなと。

こういう非常事態なので、まず文科省は、

子供たちを守りたい、そういう性被害から

守るという、そういう観点でこれをつくっ

ていると思うので、第一段階としてはよろ

しいかなと思うのですけれども、先ほどの

歯止め規制のことであるとか、性教育では

ないですね、この安全教育というのは。何

となく違和感があるというのは、性という

のを非常にマイナーに捉えているという

か、ポジティブに考えていない。私たちが

人を好きになって、結婚する、しないは別

にして、子供を妊娠して、子供を出産し

て、私も３人産みました。これは大変喜ば

しいことで、私の人生の中で一番のメイン

イベントといいますか、私の誇りでござい

ます。そういうところが、これを読んでい

ると、何か否定されているような、私はそ

ういうような気になりました。そこが気に

なって、いろいろ調べていったら、やはり

皆さんのおっしゃっていることは一緒で

す、その評価で。まず、性のポジティブな

在り方には全く触れず、子供たちに性に対

するネガティブなイメージを植え付けてい

るという、そういう専門家の意見もござい

ました。 

そういうことも踏まえて、次の包括的性

教育のことに関する再質問に移りたいと思

います。 

教育長のほうからも、今、そういう包括

的とありましたけれども、これももう１０

年ぐらいになりますか、そういう話があっ

て。いまだになかなか進んでこない、歯止

め規制というのもありまして、なかなか進

んでこないというのは、先ほどもいろいろ

説明もあったのですが、包括的性教育とい

うのが、教育長は多分必要だと、先ほどの

答弁はおっしゃっていたと思うのですが、

なかなか進んでこないという原因を、もう

一回まとめて御答弁いただけますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育長（東海林弘哉君） 先ほど、歯止

め規定を超えて指導することは、大事か大

事でないかというところは、私自身として

は、その意思表示をしているつもりはない

のですけれども、性教育そのものを発展さ

せていくことは大事だというふうに考えて

います。 

議員御承知のとおり、世界的にはいろい

ろな国でいろいろな取組がなされています

ね。その歴史がスタートから全く違うの

で、その中にあって、発展的にやっている

ところは、全てを小さいうちから教えてい
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る。それが正しいと思ってやっている。日

本は日本の歴史があるので、そういう国の

やっていることをやると、多分大変なこと

になる。混乱して、性教育どころではなく

なってしまうのではないかなということが

ありますから、だから、段階を踏んでとい

うことは大事かなというふうに考えていま

す。 

現状、学習指導要領でいうと、今はもう

ぱんぱんです。その一時間を生み出すとい

うことに本当に大変な思いをして、現場の

先生方はやっています。ですから、いろい

ろな問題が起きたとき、これもやってくだ

さい、あれもやってください、指導してく

ださいと出てきますけれども、それをやる

ことによって、当然ほかの時間が削られる

わけですから、これも本当に大変です。そ

ういうことを、今、教えなければならない

こと、授業としてやらなければならないこ

とを、バランスよくやるためには、いろい

ろな知恵だとか工夫をしなければならな

い。 

もう一つ、今の時代にとても大事なこと

は、家庭や地域と連携するということで

す。後ほど、議員からもその話があるかな

と思うのですけれども、そういう辺りは、

本当に私自身も課題だというふうに考えて

います。 

現状でいうと、例えば歯止め規定も、精

子、卵子、受精卵は出てくるけれども、受

精に至る過程は取り扱わないだとか、そう

いうふうになっています。中学校も同様

に。それがいかがなものかという、いろい

ろな人の意見もあります。でも、それでい

いという人もいるのです。これもまた大き

な声であるのですよね。そういう中で、学

習指導要領をどういうふうに制定するかと

いうところを、審議会も経てつくっている

ので、誰か担当が一人二人でつくっている

わけではなくて、もう本当に協議をして苦

慮して苦慮して、出来上がっているのがそ

の学習指導要領。これを大体１０年単位で

やる。今、次の学習指導要領の内容につい

て検討されています。これはもう大胆にま

た大きく変わってくるのではないかと。時

数についても、今の考え方から大きく変

わってくる。そういう状況になってきて、

初めていろいろなことが実現できることも

出てくる。 

ですから、そういうことに向けて、私た

ちは、変わったらそこからやりましょうで

はなくて、今段階からいろいろな準備をし

ていくということがすごく大事なので、そ

の準備を、例えば性教育についても、そう

いうことを考えながらやっていくというこ

とは、極めて大事かなというふうに考えて

います。 

質問の答えになっているかどうか分から

ないですけれども、以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。 

 ただ、学習指導要領は１０年単位です

ね。本当に大変な思いをしてつくっている

ということも、私は今回初めて知りました

し、２０３０年ですか、この次は。多分出

るということで、どういうような内容に

なってくるのだろうというのは気になると

ころではございます。 

学習指導要領のことについて、どういう

ような会議で、どういうような内容を話し

合われて、こういう結果に、こういうもの

がつくられた、その前に、その情報という

のは一切出てはこないのですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育長（東海林弘哉君） その情報につ

いては、文科省のホームページに随時その

会議内容が全部出ておりますので、調べよ

うと思うと、誰でも見ることができる。そ

して、どんな内容で今審議されているか、

どんなことで、今、意見が闘われているの

かということも含めて、全部、議事録に

なって出ていますので、御確認いただけれ

ばと思います。 
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以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） なかなか現場で

は進んでいかない。適宜、順を追って、少

しずつ進んでいくものだとは思いますが、

国際セクシュアリティ教育ガイダンスです

ね、包括的性教育の、それがなかなか取り

入れられないということは、今、教育長か

ら説明がございました。 

では、足寄町の中で、教育振興基本計画

をいろいろ眺めまして、第７次の総合計画

も見たのですが、この中には、大変分かり

やすく、これもＳＤＧｓの持続可能な開発

目標、１７の目標ですね。これが、どうい

うところで関連しているのかということで

載っております。これは大変私たち分かり

やすいというふうに思っております。これ

は世界基準です。ＳＤＧｓの世界基準を取

り入れて、みんなが納得しているというこ

とは、性教育も国際基準に合わせていく必

要があるのではないかと、ちょっと私は

思った次第です。 

御答弁はいただいたので、それに対して

の答弁は要りませんが、なので、日本の外

で、海外で取り入れられているものがその

まま日本に通じるとは私も思っておりませ

ん。日本の文化であり、そういうものがあ

りますので、奥ゆかしさであるとか、日本

人特有の文化、感覚、それを否定するもの

では、私は絶対ないと思うのですよね。た

だ、どういうふうに取り入れていったらい

いのかということを、できればもう少しス

ピーディーに。国が動けないのであれば、

地域で、自治体で、もう少しみんなで話し

合っていく必要があるのかなと、私は今回

感じました。 

ということで、すみません、包括的性教

育、５番目が先に来てしまいましたけれど

も、残っている４番目の、保護者や地域社

会との連携の在り方について、質問させて

いただきます。 

先ほど、教育長からも、後で質問がある

かもしれないというような話もありました

が、今回、この質問をするに当たって、私

はやはり子供の母親でございます。教育委

員会、学校の先生、しっかり頑張れと投げ

ていいのかどうか、すごく自問自答しなが

ら、今回、この質問、ここに立っておりま

す。 

やはり性教育に関しては、やはり家庭で

の教育が大事だと私も思っております。た

だ、親世代、そのじいちゃん、ばあちゃん

世代というのは、そういう教育を私たちは

受けておりません。国際的基準、何？ 国

がどうやって進めようと思っている、何？ 

全然分かっていない現状なのが足寄町だ

と、私は思うのですよね。別に足寄だけで

はございません。 

そういうときに、子供はどうやって育っ

ていくのだろうと思うと、家庭のサーク

ル、そして学校教育という場のサークル、

そして地域、この三つのサークルが重なり

合って、子供はやはり育っていくもので

す。家の中にずっといれば、そうではない

かと思いますが、外にやはり子供は出てい

くので、みんなが同じ視点でもって教育と

いうのを考えていくというのが、やはり一

番正しいことなのかなと思います。そのた

めには、みんなで意見を出し合う場ではな

くて、こういう教育の、今、性教育はこう

いうふうな考えがあるのだよと、反対の意

見もあるよ、そういうのを、私は保護者、

学校の先生、そして地域ですね、やはり学

んでいくべきなのではないかと思うので

す。 

子供の教育、子供がどうやって育ってい

くかで、やはり足寄町は変わってまいりま

す。足寄を引き継いでいってもらう子供た

ちに、やはり私たち自身が、子供の前に、

親、大人がアップデートしていかなくては

いけないのかなと、この目まぐるしく変

わってくる社会の中で、というふうに私は

今回思いました。 
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 皆さんが知っている教育評論家の尾木直

樹さん、尾木ママということで、皆さん

知っていらっしゃると思いますが、この

間、７月２５日に日本財団ジャーナルに記

事が載っておりました。この方は教育評論

家ということで、皆さん御存じなのです

が、旭川の事件ですね、中学生の女子が性

的いじめなども含めて受けて、凍死したと

いう痛ましい事件がございました。そこで

委員会を立ち上げて、委員長になっておい

でになったのが、尾木さんだという話は聞

いております。やはり正しい知識をみんな

が知らない、こういうことをしたら性暴力

になるのだよということを子供たちも知ら

ない、親も知らない。だから、こういう性

暴力はなかなか終わらないのだということ

で、この性教育の後れ、後れと言っていい

のかどうか、日本の性教育に関してはやは

り子供たちだけの課題ではなくて、大人や

社会全体の課題である。いまだに性教育

は、生殖とか性交にまつわる教育、ちょっ

と下品な言い方すれば、下半身の話と捉え

ている方が多いと。先ほど教育長もおっ

しゃっていましたが、性を学ぶということ

は、生きるという字の生を学ぶこと、生き

ていくことを学ぶこと、このセクシュアリ

ティは基本的人権であり、子供たちの発達

段階に応じて体系的に、私が注目したの

は、この体系的にです。体系的に、包括的

に学ぶものだと、そういうことを学ぶ機会

をつくる必要があるとおっしゃっておりま

す。そのときに、いろいろな方を足寄町も

呼んで講演をいただいております。この

間、ゲイの方もおいでになって、町長も参

加して、皆さんいろいろな感じ方をしたの

だろうと思いますが、突発的に、今回はこ

の人を呼んでこよう、講演いただいた。あ

あ、そうだね、そういう考え方もあるね

と、そこで終わってしまっては、せっかく

そこで学んだことが生かされてこないよう

な気がするのです。その辺を体系的に、包

括的に学ぶためには、教育振興基本計画の

中に入れていただいて、段階的に、町民

の、保護者の、大人たちの教育を生涯教育

の中で、私はしていくことなのではないか

なというふうに感じた次第でございます。 

その辺をお伺いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育長（東海林弘哉君） 議員のおっ

しゃること、もっともだなと思ってお聞き

していました。 

先ほどから出ている包括的性教育、これ

のキーコンセプトは八つあるのは御存じで

すよね。その八つ、時間の関係もあるので

すけれども、読んでいいですか。 

まず一つ目、人間関係。二つ目、価値

観、人権、文化、セクシュアリティ。三つ

目、ジェンダーの理解。四つ目、暴力と安

全確保。五つ目、健康とウェルビーイング

のためのスキル。六つ目、人間の体と発

達。七つ目、セクシュアリティと性的行

動。八つ目、性と生殖に関する健康の八つ

なのです。これはかなりな部分、学校で取

り扱っています。 

ですから、包括的な性教育というもの、

やっていないのではなくて、取り入れなが

ら、いろいろなところで教育が展開してい

るということを御理解いただければなと思

います。ただ、まだ足りないところがたく

さんあります。 

それから、今、地域で学ぶ、そういうも

のを教育基本計画にもというようなお話も

ありました。 

実は私、教育長になってからいろいろ考

えていて、どうしても行政、学校、地域と

いう、そのつながり、弱いなと。実は今、

五つの学校にコミュニティ・スクールとい

う組織があって、学校運営協議会というも

のが機能しています。ですから、学校単位

で、いろいろな学校の教育に対して、いろ

いろな地域の、総合的にいろいろ考えてく

れる。そういう方々に委員になってもらっ

て、いろいろな協議を進めています。た

だ、それは学校単位なのですよね。例え
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ば、今回の性教育のような、こういう課

題、これどうでしょうかね、こういうこと

をもうちょっと地域で考えてみるとか、そ

ういうことはできるでしょうかとか、そう

いうやり取りができる組織がないのです。

これは問題だなというふうに考えていま

す。 

実は、次年度、足寄学びのネットワー

ク、これは仮称ですけれども、こういうも

のを立ち上げようと思っています。足寄町

が目指す教育の基本理念を具現化するため

のシステムです。今言ったＣＳ、コミュニ

ティ・スクールをつないで、足寄ハブ、足

寄教育運営協議会みたいな、どんと一つつ

くって、そこに情報がいろいろ集まる。逆

に情報をそこから出すことができる。それ

をまた検討してもらって、また上げてもら

うとか。例えば、今、働き方改革と教員は

随分言われていますけれども、何でそんな

ものが必要なのだということ、教員だけ特

別なのかと思われている方もいらっしゃ

る。その何でを説明する場所はなかなかな

いのですね。そういうことを双方向で情報

をやり取りしながら、やれる組織をつくり

たいと思っています。ですから、今年度、

各学校の運営協議会に、担当と僕と行っ

て、そういう説明を今やっています、来年

度に向けて。これもやはり段階的にきちん

とやっていかないと、いきなりぽんとやっ

てもうまくいかないので、ちょっと時間を

かけてやっています。 

ただ、議員が言われていることを、本当

にそのとおり大事なことだというふうに認

識していますので、いろいろな手法を使い

ながらそれを実現する。それは教育委員会

の役目だなと思っていますので、努力させ

ていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） ありがとうござ

います。そのようにお考えになっていると

いうことは、今日の一般質問の中で、私に

は大変うれしい収穫でございます。 

本当に私たちも、先ほど目まぐるしく世

の中が変わってきているとありましたけれ

ども、性教育だけではございません。自分

の古い認識というか、そういうものを、や

はりどんどん新しくしていかなくてはいけ

ない。この間、先ほど言いました、ゲイの

方が来て講演していただいたときに、最後

に質問を私がしたのです。学校の中で、男

の方をパートナーに考える子供が、先生の

ことが好きになったと、男の先生を。その

ときに、その子は先生に気持ちを打ち明け

た。そのときに先生は、多分どうしようも

なかったのでしょうね、受け止められな

かったのだと思います。それを、他の先生

に伝えてしまった。それはないだろうと、

その方、講演者は言っていました。それは

その子の思っていることではないよねと、

それはもうみんなに周知したということで

あろうと。子供にとって、大人でない子供

の中で、性自認が違う子たちは人に知られ

たくないという気持ちがあるのだけれど

も、でも先生が好きで言ってしまった。そ

れをほかの人にばらした。どうなのだろう

といったときに、私は、その方が言われる

のはもっともだけれども、学校の先生も多

分受け止めきれなかったのだと思うよと、

私は思ったのです。そういう教育を受けて

きている先生かどうか分かりませんから。

それはどうなのでしょうねと言ったら、そ

の人は自然に、でもね、普通女の子から、

普通異性から打ち明けられたときに、い

や、君は生徒だし、そういう気持ちはない

よとやんわり断るでしょうと、それと一緒

じゃないのと言われたときに、ああ、そう

か、私も構えているなと。いろいろ勉強し

て、いろいろなところに参加していますけ

れども、自分の中にもそういう壁というの

は持っているのだなというのをやはり感じ

ました。なので、みんながいろいろな思い

があります。だけれども、いろいろな思い



 ― 18 ― 

があるけれども、いろいろな人がいるのだ

よということを、日々バージョンアップし

て、勉強して、関心を持っていかなくては

いけないのかなというふうに思った次第で

す。 

最後になります。まずは教育長ですね。

いろいろ聞いてまいりました。でも、教育

長のお考えになっていることは、私も大変

理解しました。ただ、親としては、今この

現状、性被害もある中で、少し学校の中の

対応策が親にも伝わったら少し安心かなと

いうふうに思いますので、考えがまとまっ

てからでも結構です。少し発信していただ

けるとうれしいなと思うのと、学びのネッ

トワークですね、期待しておりますので、

その辺も含めて、最後にお言葉をいただき

たいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 東海林教育長、答

弁。 

○教育長（東海林弘哉君） 私自身は、情

報というのは、受けることも発信すること

も両方大事だと思っているのです。意外と

情報を受けるだけで、それをうまく発信で

きないというケースが、学校の中、教育の

現場でもよくあります。ですから、保護者

の皆さんと、地域の皆さんと、うまく意思

疎通が図られなかったりというような場面

も出てくることがあります。そういうこと

を改善するために、情報の出し方というの

はいろいろあるので、そこは工夫していか

なければいけないなと思っています。 

今回の性教育のことに関しても、明日い

きなりプリントにして、ばんと出されたら

保護者はびっくりしますから。ですから、

そういうことではなくて、どういう形で、

相手の立場で情報を出していくかというこ

とも含めて、そういうことを検討しながら

工夫して、今後、議員言われたように努力

してまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） ありがとうござ

います。 

一番困っているのは、混乱しているの

は、多分現場の保育士、そして先生方かな

と思いますので、力になってあげていただ

きたいなと思います。 

そして最後です。 

まちづくりは、いつも私、言っているか

もしれませんが人づくり。ものをつくるの

は簡単だけれども、人をつくっていくのは

本当に難しい。特に、ここにいらっしゃる

方は昭和世代の方が多いかと思います。私

たちの認識でいくと、今の世の中、どう変

わっていくのだろうと、何か怖い感じがし

ますけれども、その中に子供たちはいま

す。子供たちが、これからの足寄を創って

いく、そういうまちづくりや人づくり、そ

ういう子供たちの健やかな成長をなくし

て、足寄の未来はやはりないかと思いま

す。そういう意味で、足寄町の町長である

渡辺町長、今日のいろいろな教育長とのや

り取り、課長とのやり取りをお聞きになっ

て、足寄町の、性教育も含めて、子供たち

の教育に関して、お言葉をいただければな

と思います。お願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君）  私も思い起こす

と、小学校、中学校のときに、性教育とい

うのはどうだったのかなと思いますと、ほ

とんど覚えておりません。それだけきっ

と、僕の小学、中学のときに、そういう時

間があったのかどうかというのも、はっき

り覚えてはいませんけれども、もっと時間

数的には少なかったのだろうなというふう

に思っています。 

ただ、今日の議会の答弁の中で、いろい

ろとお話がありました。そういった中で

は、時間数は少ないにしても、ただ、その

ほかのいろいろな場面場面で、必要な時点

時点で、性教育ということでうたってはい

ないけれども、それに準ずるようなという

か、それに通じるような教育というのはさ
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れてきているというふうに思っています

し、いろいろな制約などもある中で、保育

士さんですとか、それから学校の先生方が

それぞれ自分自身、人それぞれですけれど

も、考え方もあるかと思いますけれども、

創意工夫しながら、生徒に対する指導だと

かというのをやってこられているのだろう

というふうに思っています。 

今後の部分でいくと、性教育だとかとい

うことだけではなくて、今言われていたよ

うな包括的な教育という部分なども含め

て、人間関係をどうしていくのかだとか、

今、どんどん多様化してきている、性的指

向だとかそういった部分も含めて、いろい

ろ多様化している時代の中で、また、どう

子供たちが育っていけるのか、そういった

部分を見守っていくためには、もちろん保

護者の方たちの役割というのはすごく大事

ですし、それから地域の方たちの見方とい

うのも非常に大事なことなのかなというふ

うに思っています。そういった意味で、今

後、人権を基盤とした教育なども含めて、

これから進めていかなければならない課題

なのだろうというふうに思っています。 

今すぐどう進めていくのかといった部分

はなかなかありませんけれども、この間

の、ＬＧＢＴＱだとかの研修会などもやり

ましたけれども、いろいろな機会を捉えな

がら、皆さんが今多様化してきているとい

う時代の中で、どうみんなが生きていくの

か、そして、それをみんながどう見ている

のかといった部分なども含めて、みんなで

勉強できるような、そういう場が必要なの

かなというふうに感じているところであり

ます。 

なかなか一遍に進めていけるということ

ではありませんけれども、これから進めて

いく中での一つの課題として捉えさせてい

ただきたいなというふうに思っておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） ありがとうござ

います。お気持ちはよく分かりました。 

最後に、これは要望ですけれども、そう

いういろいろな人たちを連れてくるにも、

学びのネットワークをするにしても、お金

がかかりますので、少し予算を教育委員会

にも、ほかにも教育に関する予算を少しつ

けていただけたらなということを要望しま

して、私の一般質問を終わらせていただき

ます。 

ありがとうございました。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、１０番

進藤晴子君の一般質問を終了いたします。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

１１時３０分まで休憩といたします。 

午前１１時１６分 休憩 

午前１１時３０分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 次に、４番矢野利惠子君。 

（４番矢野利惠子君 登壇） 

○４番（矢野利惠子君） 通告に従いまし

て、一般質問を行います。 

足寄町民の経済状況について。 

国税庁では、毎年９月末頃、民間給与実

態統計調査結果を発表しています。現在、

最新の記録は、令和５年の１年を通じて勤

務した給与所得者の平均で、１人当たり年

間４６０万円です。 

都市部と違い足寄町には大きな企業がな

く、給与所得者より農林業や商工業などの

個人事業者も多いと思われることから、国

税庁の調査結果と単純に比較はできません

が、給与所得者だけでなく、民間一般町民

の職業別平均所得はどのくらいになるのか

お聞きします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 矢野議員の「足寄

町民の経済状況について」の一般質問にお

答えいたします。 

 「足寄町における民間一般町民の職業別
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平均所得はどのくらいになるか」ですが、

御質問にありました国税庁が実施する「民

間給与実態統計調査」は、源泉徴収義務者

である事業所を従業員数等で選定・抽出

し、その業種及び勤務する給与所得者の正

規・非正規といった働き方や、男女別、年

齢、勤続年数、役職、そして給与や扶養状

況等を調査するものです。 

令和５年分の調査結果では、１年を通じ

て勤務した全国の給与所得者の平均給与収

入は４５９万５,０００円となっており、所

得に換算すると３２３万３,０００円となり

ます。 

一方で、町が把握している町民の収入状

況は、各事業所や年金事務所の支払報告

書、所得税の確定申告等が基礎となりま

す。また、これらの情報は個人住民税を課

税するための資料となりますが、正規・非

正規といった働き方や職業の情報等が全て

の資料に明確に記載されているわけではな

く、課税計算上も必要ないことから、職業

別平均所得は把握していません。 

なお、職業別ではなく所得の種類ごとで

あれば平均所得を算出することができるた

め、参考までにお答えすると、令和６年分

のパートやアルバイト等を含んだ民間給与

所得者の平均所得は１９９万５,０００円、

営業所得は１４９万６,０００円、農業所得

は２５７万６,０００円となります。 

補足となりますが、国税庁の数値は「１

年を通じて勤務した給与所得者のみを対

象」としたものですが、本町の数値は「年

度途中で就職・退職した方を含む全ての納

税義務者」を対象としており、両者の数値

を単純に比較することはできない点を御理

解賜りますようお願い申し上げ、矢野議員

の一般質問に対する答弁とさせていただき

ます。 

○議長（髙橋秀樹君）  再質問を許しま

す。 

 ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） １年を通じてで

はなくて、年度途中で辞めた人とか年度途

中で働いた人も含むと。これを何とか１年

を通じて、その仕事に就いている人、それ

に限って出していただけたらありがたいな

と。国では、１４種類に分けて、建設業、

製造業、卸売業、小売業というふうに１４

種類にも分けて出している。そこまで細か

くしなくていいので、せめて商業者、工業

者、農業者、給与の方とか、そういうもう

ちょっと小さく分けていいので、町民全体

の生活レベルがどのくらいかというのを把

握するために、今出したのではなくて、も

うちょっと細かく産業別に出していただけ

たら、１年を通じて働いている人の給料と

いうのを、今後それを出すように体制を整

えていってもらえないかどうか、お聞きし

ます。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 先ほどの答弁の中

にもございますけれども、国で調べている

１４種類の分けというのは、国税庁のほう

でこの調査というのを実施していますけれ

ども、事業所等を選定して、抽出して、調

査をしているということでありますから、

全てを網羅しているという、出てきている

いろいろな確定申告だとか、そういったも

のを全部網羅して、それから計算している

わけではなくて、業種、そういったもの

を、特に規模だとか職員数だとか、いろい

ろなものを選んで、その中で選んだ企業か

ら報告を受けたものという形で出している

わけですので、全てを出しているというこ

とではなくて、その選ばれた企業が報告を

していると。それは、１年間通して働いて

いる人たちだとかということでの報告が出

てくるわけなのですけれども、町のほうと

しては、先ほども申し上げましたように、

町民税を計算するための資料として集めて

いる資料であって、その中には、きちんと

した書き方がされているわけではなくて、

どんな事業、どんな仕事をされていたの

か、働き方はどんな働き方をしてきたの
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か、１年間ずっと通して働いたのか、途中

で辞めたのかだとか、そういったところが

正確に把握できない。町としては、そこま

で把握しなくても、住民税の計算には特に

支障がないということで、そこまでの体制

というのは、なかなか整えることはできな

いのかなと考えているところでありまし

て、矢野議員がおっしゃったような、全部

を１４種類でないにしても分けて、１年間

通して働いている人たちの給与実態だと

か、そういったものを調査することは、今

段階ではできないということで御理解いた

だければというふうに思います。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） 国では、給与所

得者数は、令和５年の場合、５,０７６万

人、令和３年では５,２７０万人もいたか

ら、人口が減っているのかなと思うのです

けれども、その中でも、人数が多いから、

標本調査ということをやっている。標本抽

出、無作為に抽出して、その中の平均を出

すというふうに。ただ、それでも従業員別

に、従業員が１人から９人、そして１０人

から２９人、３０人から９９人というふう

に、７種類の従業員数に分けてやってい

る。そして、第１類の１人から９人のとこ

ろの標本調査をしたときには１万４,４９７

人分、そして、２類のところは１万６,３５

９人分、３類が２万２,９８８人分。これを

全部やっているわけですよね、幾ら標本調

査でも。足寄町の人口何人ですか。これに

比べたらはるかに数が小さいことだし、や

ることは同じことをやって、数が小さいの

だから、十分やろうと思えばできるはずで

す。 

町民の経済状況を知って、どの産業が衰

退しているのだ、どの産業が大変なのだと

か、そういうのを正確に把握して、町政を

やっていかなければならないと思うので、

やはり国と比べたらはるかに人数が少ない

のだから、標本調査をしなくても、足寄町

の場合は出ると思うので、やっていただき

たいと考えますがいかがですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 今、団塊の世代が

７５歳になってくるというような時代であ

りますので、今年が多分７５歳になってく

るということでありますから、働いている

人たちもどんどん減ってきて、今までは

減ってきているという状況だというふうに

思います。それが人口減少も含めて、それ

から、団塊の世代、働いている人たちが

減ってきているという状況で、矢野議員か

ら言われたように、人口が減ってきている

のだろうなというふうに思っているところ

であります。 

国は統計調査としてやっているところな

のですが、町の場合は、町民税を把握す

る、算出するための形で、この所得を集め

ているというようなことで、国は統計調査

としていろいろな企業にそういうことをお

願いして、出してもらっているというとこ

ろと、町は税金の算出をするために、その

資料をつくっているといったところで、全

然目的が違ってきているというところです

ね。 

そして、統計をするための調査員さんだ

とか、それから国の職員なども含めて、や

はり膨大な数の人たちを調査するといった

分では、やはり膨大な人たちを、膨大とし

てもどのくらいだか分かっていませんけれ

ども、やはりそれなりの人数をかけて調査

しているのだというふうに思っています。 

一方で、足寄町はどうかというと、これ

は、先ほども言いましたように、町民税の

算出をするということを目的として、税務

室でやっているわけですので、方法として

やれないかという話ではありますけれど

も、目的が全く違ってきているという部

分、それから、税金も算出する部分で集め

ている資料、それは、先ほども言いました

ように、完全にその中身が、矢野議員が目
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的として考えているような中身になってい

ないということも含めて、なかなかそれは

できないのかなと考えています。 

以上でございます 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） 統計を出そうと

思えば出せるでしょうということを言って

いるのですよね。国と同じ目的でやってく

れなんてことは言っていない。足寄町は足

寄町として、町民の経済状態がどうなの

か、どういうところに手を差し伸べたら人

口が減らないようになっていくのか、それ

を判断するためにこれを出してほしいと

言っているのですよね。 

国の調査に比べたらはるかに人数が少な

いから、きちんと住民税を出していること

だし、それについて、平均をどのくらいか

ということを出そうと思えば出せると思い

ます。 

○議長（髙橋秀樹君）  丸山副町長、答

弁。 

○副町長（丸山晃徳君） 答弁させていた

だきます。 

矢野議員が足寄町の持っているデータで

出せるのではないかという、まず前提があ

るのでしょうか。ちょっと質問させていた

だきます。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） 足寄町の持って

いるデータで出せるのではないかなという

ふうには私も考えています。人数少ないか

ら、大きな従業員のいる会社はこことここ

しかないとかね、そういうことは分かると

思うので、その付き合いの中からも小さい

町、人口が少ない町なので、標本調査の国

でやっていると１万何ぼという、それより

ももっと少ない人数だから、やろうと思え

ばできるはずです。 

○議長（髙橋秀樹君） 副町長、答弁。 

○副町長（丸山晃徳君） 今回の矢野議員

のおっしゃいました国税庁長官官房企画課

が出しているものは標本調査で、その事業

所に新たに調査票を配布してデータをいた

だいています。１年間の給与総額ですと

か、１年間きちんと働いているとか、扶養

がとかで、足寄町には今そのデータはあり

ません。なので、矢野議員が言われるよう

なデータを必要とするならば、矢野議員か

らの要望により、こういう調査をしなくて

はいけないので調査に御協力してください

ということで、全事業所にお願いして、そ

れが皆さんの御理解をいただけるかという

ところと、非常に悉皆調査、すごくボ

リュームがあり金額もかかります。時系列

で多分どの産業がこうだったのがこうなる

とかというので、また年代的にも比較をし

なくてはいけないですし、その比較が過去

と今との比較ということであれば、今から

始めるとまた何年後かになると。それが足

寄町だけのデータでありまして、各市町村

はそんなことをやっていませんので、それ

がその比較として次にどうなるかというと

ころで、私どもはそこまでして、その数値

について必要性を感じていないというのが

一番でございます。それと、今あるデータ

がないというところがもっともなことなの

で、その辺を御理解いただければと思いま

す。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） ほかの町村と比

べるというよりも、国と比べてどうなのか

なと。隣町と比べてどうかということを

言っているのではなくて、国と比べて町民

の経済状態はどうなのだろう。それを言っ

ているのですよね。別に制度がないのな

ら、これからそういうふうに町内の産業別

の収入を出すという、そういうことをやっ

ていってもらいたいなと。そして、前年と

比べて今年度は給料が下がったのかなとい

うのを判断して、できる範囲の中で、だか
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ら１４種類も国のようにやれと言っていな

い。主な産業、建設とか商工、農業、林

業、あとその他に分けても、短くという

か、少ない項目においてやってもらいたい

なと。誰が辞めたか分からないというが、

この中にはきちんと書いてあるじゃないで

すか。パートも含めて、アルバイトも含め

て、途中で職業を辞めた人とか、入った人

も含めたので出したというふうに言ってい

るので、そういう点、分かっているはずだ

から、税金かけている人はね。そこから出

してほしいなということなのですけれど

も。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） ここに書いてある

１年間ずっと働いているかどうか、そう

いったのは分からないので、そういった人

たちも含まれていますよということで書い

てあるわけで、実際に１年間ずっと通して

働いている人たちがどのくらいいるのかと

いうのは、要するに分からないので、そう

いう書き方になっているということですか

ら、そういった意味では、矢野議員が言わ

れるようなことをやれということになる

と、やはりきちんと調査票もつくって、国

と同じような形で、１４種類にはならない

のかもしれないけれども、事業所にそうい

う資料を送って、中身を書いていただい

て、出していただいて、それを集計してと

いう形になるわけなのですね。それは、全

然今までやっていない事業でありますか

ら、そういった意味では、本当にまた余計

に仕事が増えるという形になるのかなとい

うふうに考えています。 

それを、税務で押さえている数字と、ま

たそれで新たに出してもらう数字という

か、調査票、そういったものを見ながらと

いうことになると、また非常に複雑にも

なっていくのかなというふうにも思います

し、とりわけ今の経済状況を、その所得を

きちんと把握しないと、今、足寄町の町の

中の経済状況が分からないかというと、そ

うではないのかなと感じているところであ

ります。今までも、経済状況等、商工会で

すとか銀行さんですとか、いろいろなとこ

ろの人たちと話をしながら、これまでの支

援策だとか、そういったものを考えてきて

いますので、特にきちんと数字が把握でき

て、それを基にやるのですよというような

ことではないかなというふうに感じていま

す。 

それと、統計的に取るとすれば、やはり

長い期間をもって取らないと役に立たない

のだと思うのです。１年、２年だけ取っ

て、去年と今年違いますよと、これだけだ

と、そのときそのときの状況、また全然変

わってきますので、それだけでは本当にそ

この業種の人たちの給料が減っただとかと

いうのはよく分からないというか、たまた

ま高齢で比較的高い給料をもらった人たち

が退職した後、若い人が入ったよだとかと

いうことになってくると、その事業所自体

の給与の実態だとか、そういったものも分

からないという部分もあるので、そういっ

た意味では、長く取っていかないと、その

実態というのは分からないということにな

るのかなというふうに思っておりまして、

矢野議員が言われるような調査をこれから

やってはどうかということについては、今

段階では考えていないという状況です。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） 今段階では、こ

れから統計を取っていくという考えはない

ということなので、今後、その考え方を見

直してほしいなと望むだけですけれども、

単純に比較して、所得に換算すると、税金

引いた後のものですかね、都会のほうは３

２３万円、そして足寄町は単純計算して１

９９万円、１４９万円、農業者で２５７万

円、明らかに全てにおいて負けている。こ

れだったら、足寄で生活するよりも都会に

出てしまおうかなと、若い人は考えてしま
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うと思う。ここを何とか足寄もいいところ

なのだ、足寄で生活したほうがいいぞとい

うことをやるために、やはりその政策を

やっていかなければならないと思う。 

例えば、今までプレミアム商品券で出て

いたけれども、あれはすごく面倒くさいの

で、そんなものよりも一気に町内でしか使

えない商品券として、各家庭に渡したほう

がずっといいと私は思っている。あれ、双

方向のやり取り、申し込みたい人が申し込

んで、そして今度はまた、許可になりまし

たというのが来てというふうに、許可に

なったやつを持っていって交換すると、

今、郵便料金も値上がっているので、それ

がもったいないのではないかなと、そんな

ことを考えたら、本別町では、６,０００円

の商品券を全戸に配布されたことがあった

けれども、足寄町ではないのかと、私、聞

かれたことがあったので、本当にそういう

ことをやっているのかどうか分からないけ

れども、そのやり方はいいなと。プレミア

ム商品券というふうに、そんな面倒くさい

ことをしないで、いきなり商品券渡したほ

うがいいのではないかなと。やはり町民の

生活をちょっとでもよくするために、町と

しても、できる範囲の中で考えていっても

らいたいなと思いますけれども、それにつ

いてお願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 町民の方たちの生

活を守るという部分の事業でありますけれ

ども、そういった部分は、それぞれまたい

ろいろな部分で考えなければならないこと

なのだというふうに思っています。そうい

うものも、先ほども申し上げましたよう

に、商工会ですとか、それから金融機関等

と協議しながら、今の経済状況はどうなっ

ているのか。商工会なども、今のまちの中

の経済状況ですとか、それから商店さんの

売上げの状況ですとか、そういったものを

いろいろと聞いたり、調査したりだとかと

いうのもしていますので、そういったこと

も含めて、そういう状況を踏まえながら、

今後の政策の展開につなげていきたいなと

いうふうに思っています。今回の予算の中

でも、そういった意味では、プレミアム商

品券は今回やっておりませんが、クーポン

という形で、高齢者の方、それから子育て

を支援する、子育てを今されている世代の

方ですとか、そういったところで支援をし

ていけるような、そういった取組も考えて

いるところでありますし、今後において

も、今の物価の高騰だとか、そういったと

ころで、非常に住民の方たちの生活、大変

になっている部分などもあって、そういっ

た部分を少しでも緩和できるような取組と

いうのを進めていかなければならないとい

うふうに思っています。 

また、あわせて、国だとか北海道だと

か、そういったところに、物価高騰だとか

で住民の方たちが大変ですよというような

部分を訴えていくような、そういった取組

をしていきたいなというふうに考えている

ところであります。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） 例えば地方交付

税、今年度約４９億９,０００万円、それが

来ていると。こんなに来ているのはなぜか

といったら、やはり地方に住んでいても都

会と遜色ない生活をしないと、都会にばか

り人口が集中してしまって、国が成り立た

なくなるから、こういうことをやっている

のだと思う。だから、そのためには、この

約４９億９,０００万円も今年度来ているの

だから、一般の町民が生活がよくなった

な、ちょっと助かるなと思うようなことを

やっていってもらいたい。 

そして、今回、予算に出ているやつです

けれども、クーポン券は７５歳以上と子育

て世帯しか対象になっていない。やはり全

町民を対象にしたような、全町民としても

収入の高い人は外すよというのだったら、



 ― 25 ― 

それはそれでみんな納得できると思う。そ

ういうふうに、年齢だとか環境で区切らな

いで、全町民を対象にしたことをやってほ

しい。それについて、今後検討していって

もらえるかどうか聞きたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 所得の高い人たち

もいらっしゃったりだとかというのもある

ので、全町民というのは果たしていいのか

どうなのかというのはあるかなというふう

に考えているところであります。 

今、矢野議員も所得の高い人はとかとい

う話もされていましたけれども、やはり全

町民というと所得の高い人も全部ひっくる

めてになってしまうので、そういったこと

にはなかなかなっていかないかなというふ

うに考えているところであります。 

そういった意味で、本当に今大変だよと

考えられるようなところを中心にというこ

とで考えておりますので、その辺りは御理

解いただければというふうに思います。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） 全町民というの

は、要するに対象を７５歳以上だとか、子

育て世帯だとか、そういうふうに分離しな

い全町民ということを言っていたのですよ

ね。そのことについて、今後考えていって

もらいたいなと思うのですけれども、だか

ら、所得の統計を出して、どういうところ

が困っているのかなということを考えて

やっていってもらいたいという、今後、統

計を、国みたいに１４個というふうにしな

くていいからやっていってもらいたいとい

うことを言っているわけですけれども、そ

れについて、検討するとかそういうふうな

ことを言ってもいいような気がしますけれ

ども、どうですか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 先ほども言いまし

たように、所得の状況で平均ということで

出していくということになると、あくまで

も所得の平均ですから、高い人もいれば低

い人もいるという、そういうところの平均

なわけで、これだけを見て、この平均だけ

を見て全体としてその業種は所得が少ない

よというのは確かに分かるかもしれません

けれども、その中身ではいろいろな方たち

がいるなというところなのかなというふう

に思っています。 

いずれにしても、なるべく困っている方

たち、生活に非常に支障のある方たち、こ

の物価高騰が影響のある方たち、そういっ

た方たちに対する支援の在り方というの

は、今後も検討させていただきたいと思っ

ております。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ここで、昼食のた

め、暫時休憩いたします。 

午後１時再開といたします。 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 矢野利惠子君の一般質問の途中から再開

いたします。 

 ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） それでは次に、

足寄町住環境・店舗等整備補助金の補助率

等を上げることについて。 

住宅や商業系家屋の新築、リフォーム、

中古住宅購入、耐震診断、改修に係る住環

境・店舗等整備補助金の補助率は、対象と

なる工事の種類は増えたものの、平成２３

年度の制度開始から１３年経過しているに

もかかわらず上がっていません。 

昨今は、原材料費が高騰し、住宅整備に

係る工事費用も高額になっています。現在

の物価高騰に伴う費用の増額に合わせ、補

助率及び補助額上限を上げることはできな

いかお聞きします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 矢野議員の「足寄
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町住環境・店舗等整備補助金の補助率等を

上げることについて」の一般質問にお答え

いたします。 

「足寄町住環境・店舗等整備補助金の補

助率等を上げることについて」ですが、本

制度は平成２３年度に、定住人口の確保と

地域経済の活性化を図る目的で、一般住宅

の新築工事を補助する制度として創設した

ものです。 

平成２４年度以降、住宅等の増築・改

修、耐震診断・改修、中古住宅等の購入・

改修、賃貸住宅の新築・改修、住宅敷地の

舗装、カラマツ材の構造部利用等を補助対

象として拡充しながら、多くの町民の皆様

に御活用いただいています。 

令和６年度は、店舗新築工事１件、中古

住宅購入２件、住宅等改修工事１５４件、

中古住宅購入・改修工事３件、住宅外構工

事１１件の合計１７１件で、２,８２８万

３,０００円の補助を行いました。本事業に

より、町内事業者の利用による地域経済の

活性化と町民の住環境の向上に一定の役割

を果たしてきたものと考えています。 

近年、原材料費の高騰等により工事費が

上昇していますが、それに伴って町が行う

補助の金額も上昇することから、物価高騰

を理由とした補助率変更は考えていませ

ん。また、補助上限額を上げることについ

てですが、現在、町が設定している上限１

５０万円は、十勝管内の他市町村で行って

いる定住促進を目的とした制度と比較して

も高い水準にあることから、現時点で見直

す考えはありません。 

これからも財政状況を鑑みながら、限ら

れた財源の中で、誰もが安心して住み続け

ることができる住環境づくりと地域経済の

活性化に向けた取組を進めてまいりたいと

考えていますので、御理解賜りますようお

願い申し上げ、矢野議員の一般質問に対す

る答弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君）  再質問を許しま

す。 

 ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） 他市町村で行っ

ている定住促進を目指した制度と比較して

も高い水準にあるということですが、ちな

みに隣町の本別町のやつを昼休みにダウン

ロードして見てみました。そうしたら、新

築住宅の場合は、基本助成額２０万円に、

町内建設業者を使ったら８０万円、移住世

帯に５０万円、子育て３人以上だったら１

５０万円ということ、全部で３００万円ま

で。だから、足寄町の一律１５０万円は、

それほど高い水準にあるとは言えません。

ここの中古住宅の場合は、最低基本助成２

０万円、若夫婦か子育て世帯が７５万円、

全部で９５万円ぐらいで、足寄町よりは低

いと。それでも、やはり目玉商品となる移

住者を呼び込むようなことは、２倍の金額

を本別町では出している。だから、必ずし

も高い水準にあると言えない。 

そんなことはどうでもいいかもしれない

けれども、取りあえず足寄町独自で魅力的

な金額を出さなければならないのではない

か。大体１３年間も上げないなんて、そん

なことありえないでしょう。普通は１０年

に一度は見直しして、値上げを考えるべき

だ。そこのところをどう考えているのか、

お尋ねしたいと思います。 

こんなに時間が経過して物価も違ってい

るのに、いいのかということをお聞きした

いと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 赤間まちづくり推

進課長、答弁。 

○まちづくり推進課長（赤間恵一君） 

今、議員がおっしゃったとおり、本別町に

関しましては、新築の場合２０万円で町内

事業者加算８０万円ということで、その他

プラスアルファの加算として、おっしゃっ

たとおり、子育て世帯加算だとか、政策的

に別に加算を設けているので、全て合わせ

ると高くなる状況があるかと思います。 

逆側、上士幌町さんは、定住促進を目的

とした補助事業は、ベースはやはり足寄町
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よりも低いのですけれども、ほかに政策的

に、例えばゼロカーボンですとか、太陽光

ですとか、そういったような別制度で利用

できる制度があって、足すと確かに高くな

る。 

だけれども、本別町さんに関しては、例

えば住宅改修は、例えば１００万円未満の

リフォームですと上限が１０万円ですと

か、１００万円以上のリフォームですと上

限が３０万円で１回しか使えないというよ

うな制度となっていまして、町としてどこ

に重点を置くのか、移住者獲得に重点を置

いてそちらを上げて、逆に町民の方々がリ

フォームに使うときにあまり使えない、１

回しか使えないという制度になっておりま

すので、足寄町としては、今いる方もでき

るだけ環境を向上して、長く住んでいただ

きたい。また、何回でも使えるですとか、

例えばエアコンをつけるですとか、ストー

ブをつけるですとか、できるだけ町内事業

者さんを利用していただけるような形で、

そういった方々が利用しやすいような制度

として、今、運用しています。ですので、

今の段階で、これを例えば制度を一度やめ

て、新築のほうに重点を置いてという考え

は、今のところはありません。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） 別に新築のほう

に重点を置いてと、そんなことは言ってい

ない。全体について引き上げてほしいとい

うことを言っている。 

考えてみれば、今、商工会館のすぐ近く

に家が建っているのですよね。それは町内

の業者ではないですよ。これだけ１５０万

円まで出せるのに、町外の業者があれを

やっている。この制度が全く効力をなして

いないと言っても過言ではない。あそこに

家を建てている人が、町内業者を使う気に

なるような、そういう補助の仕方を考えな

ければならないし、リフォームの仕方だっ

て、例えば、これとは別立てでもいいか

ら、エアコンをつけるに当たって、自宅と

か家ならいいけれども、事務所だとか工場

にはエアコンをつける補助がない。とても

使いにくいのだという話がある。 

そういう点、やはりもっと町民側と話を

するというか、いろいろな各団体、商工業

者、商工会だとか建設業者、建設業界の人

とかと、そういう面を詳しく話し合って、

どういうところに補助を出していいのかと

いうことを研究していってもらいたいのだ

けれども、そういうことはできるのかどう

かお聞きします。 

○議長（髙橋秀樹君） まちづくり推進課

長、答弁。 

○まちづくり推進課長（赤間恵一君） 先

ほどの質問にちょっと戻るのですけれど

も、新築住宅の１５０万円、決して高い水

準ではないのではないかというお話でした

が、私がオープンになっている情報で調べ

た限り、そういったいろいろな政策的な加

算を考えたとしても、１５０万円より高い

金額を出しているのは、恐らく本別、陸

別、浦幌の３町で、そこ以外は足寄町より

皆さん低い金額が設定されているので、答

弁書にあった１５０万円というのは、比べ

ると高い水準にあるというような答弁をさ

せていただいたところです。 

新築住宅を建てる際に、１５０万円では

町外業者に負けてしまうのではないかとい

うお話だったかと思うのですけれども、実

際に幾らまでというところがなかなか難し

いと思いますので、まずは上げるというお

話は、今はできないのですけれども、実際

に関係する団体というか、そういったとこ

ろと、今何か問題があるのかということを

聞き取ることは行う必要があるかなと思い

ます。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） ぜひやっていっ
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てもらいたいと思います。 

町内の業者さんたちは困っている。これ

を使えるかと思っていったら、事務所や工

場には使えない。こんなに暑くなってきて

いるのに、エアコンつけようと思っても、

町の補助金が使えないなら本当に不便だ。

それは業者さんと本当に話し合って、協会

の人なり、商工会の人なり、話し合って

やっていってほしいと思う。 

取りあえず本別、陸別、浦幌よりは足寄

町ちょっと劣っているところがある。近隣

の町村と劣っていたら、終わっているじゃ

ないですか。近隣の町村よりも、よくしな

いと足寄町を選んでくれないし、そして、

昔から住んでいる人も、足寄に住んでよ

かったと思われるような、そういう町政を

進めていくべきだ。 

今後の話として、本別や陸別や浦幌に負

けないような、そういう補助金の在り方を

考えることができないのかお聞きします。 

○議長（髙橋秀樹君） まちづくり推進課

長、答弁。 

○まちづくり推進課長（赤間恵一君） 

今、矢野議員がおっしゃったように、昔か

ら住んでいる方々が、足寄町の制度を利用

する場合には、先ほど申し上げたとおり、

本別、陸別、浦幌よりも、足寄の制度のほ

うがはるかに使いやすい制度となっていま

す。 

ですので、先ほどの答弁にあったよう

に、新たに移住者を獲得する、町外から新

たな子育て世代を獲得するですとか、そう

いったような取組に関しては、確かに加算

だとかを合わせると劣っていますので、そ

ういった部分は、政策的にどうするかとい

うのは、全てこれは一般財源となりますの

で、どうしていくかというのは、引き続き

考えていく必要があるかなと思います。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） ぜひ本当に考え

ていってもらいたい、実効性のあるもの

を。今新築で建っているところが、町外の

業者を使っている。それを町内の業者さん

が、新築でも建てるようにというふうなこ

とをやっていってほしいと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 補助金の関係で、

いろいろとお話がございましたけれども、

足寄町に住むのに、もちろん住宅に対する

支援というのがあるにこしたことはありま

せんけれども、必ずしも金額が高ければそ

ちらに行くのかというと、決してそうでは

ないというのは間違いないというふうに

思っているのですよ。金額だけで、金額高

いから隣町に行くだとかということではな

くて、やはりそこに住むために、住む必要

性というか、そういったものがあって引っ

越してくるという、移住されてこられると

いうことなのかなというふうに思っており

ますので、近隣のまちに金額的に負けてい

るから、うちのまちに人は来ないとかとい

うことではないというふうに私は思ってい

ます。 

それと住宅を建てるときに、ほかのまち

の業者さんが来てやっていますよというの

は、今に始まったことではなくて、もっと

建築物価が安いときから含めて、そういう

ことはありました。ですから、足寄町がそ

の当時、多分ほかのまちから比べてもずっ

と高い金額の補助を出していても、ほかの

まちの業者さんを使って、住宅を建てると

いう、そういうことはあったというふうに

思っています。ですので、それはある意

味、金額によってどこの業者さんを選ぶと

いうことだけではなくて、補助金があるな

しで決めるということではなくて、やはり

その人その人の、個人個人の、ここの業者

さんにお願いをしたいなだとかという思い

もあって、ほかのまちの業者さんを使って

建てるというようなこともあるというふう

に思っています。 
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ですので、必ずしも金額だけが一人歩き

するということではないかなというふうに

思っていますので、そこら辺も含めて、い

ろいろな研究をさせていただきたいなとい

うふうに思っています。 

それと、ほかのまちでいけば、先ほど赤

間課長のほうからも、いろいろと説明あり

ましたけれども、いろいろな加算という

か、いろいろな事業があって、その事業、

その事業があって、全部積み重ねていく

と、そのぐらいの金額になりますよという

ことですが、必ずしもそれが、全部が該当

するかどうかというのも分からないところ

で、こういう補助金がいっぱいあります

よ、それを足していったらこんなになりま

すよというのが全て該当するかどうかとい

うのは、やはり住宅を建てる人の考え方だ

とかによっても、また変わってくるのだろ

うなというふうに思っていますので、そう

いったことも含めて、いろいろと町内の業

者さんですとか、いろいろお話を聞いたり

だとかということはやぶさかではないかな

と思っておりますので、考えておりますけ

れども、必ずしも金額を上げるだとかとい

うところを前提としたというお話ではない

かなというふうに思っております。 

それと、足寄町の財源的にも、交付税が

こんなに入っているからというようなお話

もありましたけれども、必ずしも交付税が

入っているから、この事業に使えるという

ことでもないわけで、いろいろな事業が

あって、その中にいろいろな財源を充てて

いくという形の中で事業をそれぞれやって

いますので、これだけ交付税が入っている

から、これだけやれるのではないかだとか

ということには単純になっていかないかな

と考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） ちょっと今のは

後退したような答えだったかなというふう

に、必ずしも金額のせいではないというこ

とですけれども、私もリフォーム補助金を

使わせていただいたこともありますけれど

も、金額のせいで最近は使えません。資材

が高騰してしまって、昔、９８０円で買っ

たコンパネが２,０５０円にまで値上がっ

て、今は１,５００円ぐらいに下がった。そ

れでもやはり買ったときの１.５倍、なかな

か資材が上がって、家を直したいけれども

直せないのですよね。もうちょっと補助金

が多かったら手を出せるのにというふう

に、使うほうとしては。お金を出すほうと

しては、金額のせいじゃないというふうに

言うかもしれないけれども、使うほうは金

額のせいですよ。やはり金額によってどう

なのか、その事業ができるかできないかと

いうことがやってくると思うので。 

私が聞いたことによったら、本別町では

家を建てると３００万円もくれるから、そ

こへ行くという人の話を聞いたことがあ

る。そこを考えたら、金額の問題ではない

というけれども、やはり金額の問題だと思

います。そのところをきちんと判断して

やっていってほしいな。そのためにはいろ

いろな建設業の、その人たちの会の人だと

か、商工業者とか、その会の人たちと詳し

く、その点、話をしてもらったらいいと思

います。 

答弁、お願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 人それぞれ考え方

がありますので、やはり３００万円ももら

えるのだったら、そちらがいいかなという

人もいれば、１５０万円だけれども、私は

このまちに住みたいよだとかという人もい

るのではないのかなというふうに思ってい

ます。それはいろいろな、矢野議員の考え

方は矢野議員の考え方として、そういうこ

とで、やはり金額だよということなのだと

いうように思いますけれども、ほかの方た

ちもみんなそうかというと、そうでもない

かなというふうに思っています。１００％
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そうだというふうには思っていないところ

であります。 

それから、物価の高騰があって金額が増

えて、資材費にしても増えてくるというと

ころでありますけれども、足寄町の補助事

業は、最初の２０万円までは２分の１です

けれども、それを超えた分については、８

％ということにしています。ですから、物

価が上がって資材が上がれば、上がった分

だけ、パーセントでいきますので、いい

や、８分の１ということですので、そう

いった部分では、資材が上がった分の金額

が、まるまる持ち出しになるということで

はなくて、そのうちの８分の１は補助でき

ますよというような形になっているという

ことですので、今の物価高騰でいろいろな

資材が上がって、建築費用だとか、それか

ら改修費用だとかも上がっているという部

分は間違いなくそれはあると思いますけれ

ども、この事業を使っていく上では、先ほ

ども言いましたように、額が事業費として

上がるとすれば、補助金の額も多少なりと

も上がるという、そういう形になっていま

すので、御理解いただければというふうに

思います。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君）  実際問題とし

て、昨年の場合は、リフォームとか、住

宅、店舗、外構、賃貸住宅、あと解体に対

する、これの予算は３,５００万円を取って

いたはず、ところが３,０００万円未満しか

使わなかったからといって、今年度の予算

は３,０００万円に下げている。使わなかっ

たから下げている。いいのか、それで。ど

うしてみんな使わないのだろうと、そこを

詳しく考えなければいけないのに、必ずし

もそうではない、そうではないというふう

に言って、そして、３,５００万円の予算を

今年は３,０００万円に下げる。そういうこ

とにはならないのではないかと。せっかく

予算を取っていたのに、それを下げたのは

どういうことなのかということを、下がっ

てしまったのはどうしてなのだと、みんな

が使ってくれなかったのはどうしてだと、

そこを詳しく考えていかなければならな

い。たとえ１５０万円上限でも足寄町に住

みたい人は住むと、確かにそのとおりだけ

れども、この場合、そういうことが本当に

言えるのか。では、実際に３,５００万円か

ら３,０００万円に下げた理由は何なのだ、

そういうことになっていくので、そこのと

ころはどう考えていますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） ３,５００万円の予

算を見て、実際には３,０００万円程度、今

回で２,８００万円ぐらいですね。それとい

うのは、一定程度改修事業だとか、そう

いった事業がそれぞれ行われてきて、一定

の事業が行き渡ってきているということも

あるのではないかなというふうに考えてい

ます。 

いつまでも、回数も何回も使えるという

ことにしていますし、上限は１５０万円と

決まっていますけれども、何回も使えると

いうようなことですとか、そういった部分

もあって、改修工事だとか、そういうもの

も比較的小額の工事から改修もできますよ

というようなことでやってきていますの

で、そういう中で、当初は３,５００万円ぐ

らいの予算が全部使われてきた部分が、だ

んだん少なくなってきているというのは、

一定程度、町民の人たちに、改修事業とい

うのが行き渡ってきて、改修するところが

だんだん少なくなってきているということ

も、一つは言えるのかなというふうに思っ

ています。 

それと、もう一つは、どうしてなのかと

いった部分、その辺りは、先ほども言いま

したように、いろいろと業者さんですと

か、そういった方たちと相談しながら、お

話を聞きながらということになるかと思い

ますけれども、業者さんたちも、こういう
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事業があるというのはもう十分、何年も続

けてやっていますので、知っていますの

で、お客さんから相談があれば、そういう

事業がありますよということで、この事業

に該当するようなものについては、該当さ

せてもらって、申請していただいて、補助

金を出しているというような形でやってき

ていますので、そういった意味で、全体と

して、なぜ使われなくなってきたのかと

いった部分、先ほども言いましたように、

一定程度浸透してきている部分ですとか、

それから、そういう改修事業だとか、なか

なか今やるという状況ではないということ

なのかもしれませんけれども、いろいろそ

の辺りの理由も含めて、その辺りは業者さ

んなどにもいろいろとお話を聞いてという

ことになるかなと思いますけれども、一概

に、使い勝手が悪くなったから使われなく

なったのだとかということではないかなと

考えているところであります。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） いや、使い勝手

はとても悪いですよ。だって、２番目に使

うときには、１０万円以上という規定があ

る。そして、１０万円以上のうちの８分の

１を補助してくれる。５万円とか、７、８

万円という、そういうときもあるのに、一

律１０万円以上というふうに、２回目以降

は決まっているので、とても使い勝手が悪

いし、そして、行き渡って、もうリフォー

ムし終わったのではないか、そんなことは

ない。リフォームは何年か後には必ず出て

くるものだから、一旦リフォームすれば、

それで終わりというわけにはならない。ま

た、ボイラーが駄目になってきた、そし

て、土台がちょっと駄目になってきた、そ

れでやらなければならないことがある。リ

フォームしたから、もう使ってしまったか

ら、それで使っていないのだという話には

ならない。 

取りあえず一番の問題は、建築資材がと

ても上がって、リフォームしたいけれども

できない状況になっているということが一

番の原因なので、そこのところを考えて

いってもらいたいなと。 

前町長のときには、矢野さんが出したも

のには取りあえず全部反対しておけ、それ

が町の職員の人の風潮だった。それは、元

職員の人から聞いたのですけれども、取り

あえず矢野さんが出したものには反対して

おけというのが、町職員の課長さんたちの

間での通例だったと。それが今でも続いて

いたら、それはとんでもないことだし、や

はり町民は何を考え、何を必要としている

のかを正確に、この人が言っているから駄

目ではなくて、そういうふうな狭い考えで

はない町政であってほしいなと。渡辺町長

はそういう人だと私は思って、そんな狭い

考えではなくて、きちんと公平に町民のこ

とを考えてくれる人だと思っているので、

そこを考えてほしいなと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 矢野議員、多分す

ごく真摯に受け止めながら答弁をしてい

らっしゃると思いますので、その辺は矢野

議員も考慮しながら御発言をお願いいたし

ます。 

渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 全くその改修事業

がなくなったということではなくて、昨年

も改修工事は１５４件の申請が上がってき

ているのです。なので、全体として行き

渡ってきているということは、先ほども言

いましたけれども、しかしながら、少しず

つやはり改修は必要になってきて、１５４

件の改修の事業があるということですか

ら、全くなくなったということではない。

ただ、ある程度行き渡ってきていて、改修

の事業というのも、それぞれの人たちの考

え方だとかというのもありますから、住民

の方たちの考え方として、今ここを改修し

たほうがいいのかだとか、もうちょっと

待ってからやったほうがいいかだとか、い
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ろいろ考えながらやっているのだと思いま

すので、一定程度のこの事業の趣旨という

のは浸透してきているし、一定程度使わな

ければならないなという人たちは使ってき

ているという状況。そして、さらに昨年も

１５４件の改修工事があるということです

から、そういう部分では全くなくなったと

かということではないというふうに思って

います。 

なので、矢野議員は使い勝手が悪いとい

うことで言われていますけれども、一定の

規模の、自分の資金の中である程度できる

なというのは、きっともってやられている

のだと思いますし、それよりももうちょっ

と金額が大きいものについては、こういう

事業を使ってだとかというのも、もしかし

たらあるかもしれません。それは業者の方

たちも、このぐらいの改修だったら、この

補助事業あるからそれを使ったほうがきっ

ともっていいよというようなことでお話を

されて、この１５４件というのも出てきて

いるのだろうと思っています。 

そういう意味で、今言われているような

事業の中身については、今段階では、改正

する考えはないのですけれども、一定程度

１３年ぐらいたっているので、ただ、これ

はずっと見直しをかけながら、いろいろな

業種も増やしてきているというところで１

３年かかってきているという部分もありま

す。ただ、この事業をいつまでやるのかと

いう話にもなるのかと思いますけれども、

一定程度見直しをかけながら、一回リセッ

トするということも必要なことがあるかな

というふうにも思っています。そういった

意味では、やはりタイミングというのもあ

るのかなと思っていますので、どこのタイ

ミングというのはあるかと思いますけれど

も、そういうことで、現状では一定の使わ

れ方もされている、使い勝手の悪いという

方もいらっしゃるかもしれないけれども、

これでもいいよと使ってくれている人たち

がこれだけいるということですから、そう

いった意味では、今段階では、この事業を

引き続き、続けさせていただきたいなと考

えているところであります。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） リセットするこ

とも考えていると。リセットする場合には

本当に補助額とか上げてほしいし、そして

補助対象の範囲も、住環境、仕事環境とい

うふうに仕事の環境も加えて、工場や事務

所にエアコンをつける場合、工場や事務所

をリフォームする場合にも補助金を出すと

いう、そういう形のものに変えていっても

らいたい。これでいったら、一旦それを

使ったら、もう絶対使えませんからね。一

旦それを上限まで使ったらもう駄目なので

すよね。だからそうではなくて、また家っ

て悪くなってくるから、またリフォームし

なければならないところが出てくるし、新

築しなければならないということも出てく

る。そういう場合において、使い勝手のよ

いようなリセットの仕方をしてもらいたい

と思います。 

そういうことを将来的に考えて検討して

いっていただきたいと思うので、よろしく

お願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） ほかの事業、多分

この事業をつくるときには、田利議員から

もいろいろとお話もあったりして、使い勝

手のいい改修事業ということでつくってき

たというふうに思っています。 

そういった意味で、当初、つくった段階

では非常に使い勝手がいいよということで

言われてきた事業だと考えておりますの

で、そういった部分では、１回だけではな

くて何回も使えて、ただ上限はありますけ

れども、その中で何回も改修ができます

よ。それと額も、ほかのところでの改修だ

とかというのは本当に小規模の改修で、上

限２０万円だとかというような小さな改修



 ― 33 ― 

事業というのが、つくったときには多かっ

たというふうに思っていますけれども、そ

ういう事業で今までやってきたという、ほ

かのところも、まだそれからそんなに大き

く変わっていない部分もいっぱいあるかな

というふうに思っています。 

最近、いろいろなところで改修事業だと

か、それから新築だとか、そういった事業

も出てきて、額もそれなりの額が出てき

て、それとあと、いろいろな事業を、うち

の町みたいに定住促進、それから地域の経

済の活性化だとかという目的だけではなく

て、いろいろな目的をつけて、いろいろな

事業を合わせてやると金額が少し増えます

よというようなこともあるということもあ

りますので、そういうところなども参考に

しながら、一回リセットするということも

考えられるかなというふうに思っていま

す。 

ただ、やはりタイミングですよね、そう

いった意味ではね。やはり町長が替わる時

期だとか、そういう時期で今までやってい

るところと、途中で町長が替わって、町長

の考え方も変わりますよだとかというよう

なこともあるので、そういったことも含め

て、そのタイミングというのはあるのかな

と思っています。 

それから、民間の事務所のエアコンだと

かというところでいくと、やはり営業活動

でもありますので、なかなか住宅と一緒に

はならないのかなというところも考えてい

かなければならないだろうと、いろいろな

ことを検討しながら、またこの次の、どう

なるか分かりませんけれども、この住宅の

改修事業だとか、そういった部分について

は検討していかなければならない部分だろ

うと思っています。今すぐに、リセットす

るかだとか、改修の中身を変えるだとかと

いうことにはなりませんけれども、いずれ

にしても、現状続いてきている事業で、使

い勝手が悪いという人もいるかもしれない

けれども、使い勝手がいいという人もいる

わけで、今の事業を引き続き続けていきた

いなと考えています。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  ４番矢野利惠子

君。 

○４番（矢野利惠子君） 別に町長は替わ

らなくてもいいので、今の町長でいいの

で、よいことをやってほしい、そこをお願

いしたいなと。そんなことにこだわらない

で、いいことはいい、悪いことは悪い。そ

れで、前の町長がやっていたから、今も

ずっと踏襲するのだ、そして、その次に替

わったときに変わればいいさではなくて、

やはり町民のことを考えて、何とか今の町

長でやっていってくれたらありがたいと思

います。 

○議長（髙橋秀樹君）  今のは質問です

か。 

○４番（矢野利惠子君） どうなのですか

ね。だって、もうやると言っているのか、

やらないって言っているのか、もうどっち

さ。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 先ほども言いまし

たように、現状の事業を引き続き、今、い

ろいろと質問がございましたけれども、改

修事業について、中身を変えていくという

ようなことではなくて、現状のまま、現状

では続けさせていただきたいというように

考えているところであります。 

あと、中身のどうするのかだとかといっ

た部分は、今後の課題だというように考え

ておりますので、御理解いただければとい

うように思います。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） よろしいですか。 

これにて、４番矢野利惠子君の一般質問

を終了いたします。 

 次に、５番田利正文君。 

（５番田利正文君 登壇） 

○５番（田利正文君） 私は、エアコン設

置に係る補助事業の創設と、公共施設への
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エアコンの設置について、一般質問を行い

ます。 

今年の夏は、国内において４１.８度を記

録する猛暑となり、足寄町でも７月２４

日、最高気温が３８.２度となりました。 

こうした状況下では、自宅にいても熱中

症になる危険性が高く、命を守るためにエ

アコンの設置が必要となっています。 

上士幌町では、今年度「高齢者等熱中症

対策エアコン購入費補助事業」として、３

７５万円の予算を計上し、７月２８日現在

で５０件を受け付け、予算を使い切ったと

聞いています。足寄町でも、この種の施策

が必要と思います。また、公共の施設にお

いても、エアコンの設置が必要と考えてお

ります。 

以下の点について伺います。 

一つ、７０歳以上の高齢者のみの世帯数

は（独居も含めて）。 

二つ、上記のうち、７５歳以上のみの世

帯数。 

三つ、町営住宅入居者で、７０歳以上の

高齢者のみの世帯数は（独居も含めて）。 

四つ、町内小中学校の授業で使用する教

室（体育館を除く）のうち、エアコンが設

置されていない教室はどのぐらいあるか

（学校ごと）。 

五つ、町内コミセンなどで、老人クラブ

等高齢者が頻繁に使用する部屋へのエアコ

ンの設置状況は。 

六つ、エアコン設置に係る補助事業の創

設と公共施設への設置の考えは。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。 

○町長（渡辺俊一君） 田利議員の「エア

コン設置に係る補助事業の創設と公共施設

へのエアコン設置について」の一般質問に

お答えいたします。 

１点目の「７０歳以上の高齢者のみの世

帯数」ですが、住民基本台帳における令和

７年７月末現在の世帯数は１,１４７世帯、

２点目の「７５歳以上のみの世帯数」は８

５２世帯、３点目の「町営住宅入居者で７

０歳以上の高齢者のみの世帯数」は１２７

世帯となっています。 

４点目の「町内小中学校の授業で使用す

る教室のうち、エアコンが設置されていな

い教室」ですが、足寄小学校では、通常の

学級活動が行われる普通教室の５室、音楽

室や理科室など特別教室の１２室にエアコ

ンが設置されていません。同じく、大誉地

小学校では、普通教室３室、特別教室５

室、芽登小学校では、普通教室２室、特別

教室３室、螺湾小学校では、普通教室１

室、特別教室３室、足寄中学校では、普通

教室１０室、特別教室３室にエアコンが設

置されていません。 

５点目の「町内コミセン等で、老人クラ

ブ等高齢者が頻繁に使用する部屋へのエア

コン設置状況」ですが、老人憩の家、芽

登・上利別・大誉地・螺湾の各寿の家、上

利別基幹集落センター、芽登集落センター

にはエアコンを設置していますが、その他

の施設については、エアコンを設置してい

ません。 

６点目の「エアコン設置に係る補助事業

の創設と公共施設への設置の考え」です

が、補助事業については既に実施している

「足寄町住環境・店舗等整備補助金」の対

象にエアコン設置費用が含まれていますの

で、新たな補助制度の創設は考えていませ

んが、公共施設については、施設の利用頻

度等を考慮し、必要に応じエアコンの設置

を検討したいと考えています。 

町としましては、今後も住宅へのエアコ

ン設置に対し、既存制度を有効に活用して

いただけるよう町民の皆様に必要な情報提

供を行い、住み慣れた町で暮らし続けられ

るよう努めてまいりますので、御理解と御

協力を賜りますようお願い申し上げ、田利

議員の一般質問に対する答弁とさせていた

だきます。 

○議長（髙橋秀樹君）  再質問を許しま

す。 
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 ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） １点目、２点目に

ついて、エアコンの設置率というのでしょ

うか、設置数でしょうか、どの辺まで分か

るのでしょうか、もし分かれば教えていた

だきたいと思いますが。 

○議長（髙橋秀樹君） 高齢者支援課長、

答弁。 

○高齢者支援課長（林 俊英君） ７０歳

以上の高齢者のみの世帯、あるいは７５歳

以上の高齢者のみの世帯のエアコンの設置

状況については、申し訳ありませんが、把

握していないところです。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） もう一つ同じ条件

で、３点目ですけれども、町営住宅入居者

の７０歳以上の世帯で、クーラーの普及率

というのですか、つけている数というのは

分かりますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 建設課長、答弁。 

○建設課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 町営住宅の入居者でエアコンを設置する

場合については、設置に対しまして改装の

申請が出てくるわけですけれども、その数

については把握しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 申請がないという

ことは、設置されていないというふうに

取っていいのですね。そうでもないのです

かね。 

例えば、固定式のエアコンはついていな

いけれども、今テレビで宣伝しているよう

な可動式のエアコンというのですか、ス

ポットクーラーというのでしょうか、そう

いうのをつけているというのもあるわけで

す。それは分からないですよね、申請も何

もないわけですから。たまたま固定式の申

請をして、町営住宅ですから、穴を空けな

ければ駄目でしょうからね。そういう申請

をして、クーラーをつけているところはな

いということでいいのですね。 

○議長（髙橋秀樹君） 建設課長、答弁。 

○建設課長（森岡彰寿君） お答えしま

す。 

答弁の仕方が悪かったかもしれませんけ

れども、改装の部分については、改修の申

請は出てきますけれども、その改修の仕方

については、手すりをつけるだとか、そう

いったものも含まれてきますので、それを

エアコンに限定して集計をしているという

データがございませんので、数の把握がで

きていないので分からないということであ

りまして、実際にエアコンをつけていらっ

しゃる方はいらっしゃると思います。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） そこで聞きたかっ

たのですけれども、例えば町営住宅に入っ

ている方がエアコンをつける場合は、許可

がなければ駄目ですよね、固定式のものを

つける場合は。 

○議長（髙橋秀樹君） 建設課長、答弁。 

○建設課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

エアコンをつける場合に、室外機と室内

機の間の配管が必要となりますので、その

場合、壁に穴を空けることが出てきます。

その穴を空ける場合につきましては、申請

がなければ穴を空けることができないこと

になっておりますので、申請が必要となっ

てございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君）  １番、２番、３

番、三つひっくるめてお聞きしますけれど

も、過去に、今年でいいのでしょうけれど

も、熱中症になったとか、なりかかったと

か、緊急搬送されたなどという事例はある

のでしょうか。あるいは具合が悪くなっ

た、もちろん救急車呼ばなかったけれど

も、病院に行ったとかという人もつかめて

いたら。 
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○議長（髙橋秀樹君）  林高齢者支援課

長、答弁。 

○高齢者支援課長（林 俊英君） うちの

高齢者支援課に地域包括支援センターとい

う部署がございまして、その担当の者が定

期的に高齢者のところに訪問しているとこ

ろです。 

過去にはあまりなかったということなの

ですが、近年、特に今年とかは、包括支援

センターの職員が訪問したときに、高齢者

の方が具合が悪くて、ちょっとこれは病院

に診てもらわなくてはいけないだろうとい

うことで、一緒に付き添って病院に連れて

いったというケースが数件あったというふ

うに話は聞いております。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 私も聞いているこ

とがあるのです。家で倒れていて、たまた

ま来た方が見つけて、国保病院に連れて

いったという方がいらっしゃいました。そ

んな事例もあるものですから、今年の状況

の中で、そういう事例が足寄の中でも起き

ているのではないかと、それがちょっと知

りたかったのですね。何件かあるというこ

とですね。分かりました。 

今年の夏ですけれども、猛暑日というだ

けでなくて、災害級のとか、命に関わると

か、過去最高などというふうに表記される

報道があったと思います。こうした状況が

今後も続くというふうに予想されると思い

ますが、町民の命に関わる直接的な課題だ

と思うのですね。それで、そういう意味だ

という認識というのでしょうか、私と町長

と、その点は共有できるのではないかと思

うので、その辺はどうでしょうかね。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 今年、とりわけ非

常に暑かったということで、今、気象庁な

どの発表でも、今年が今までの観測史上一

番暑い夏だったというようなことが言われ

ていて、１番が今年で、２番がおととし

で、３番が去年だというようなことで、こ

の３年間というのは、非常に暑い日が続い

てきているという状況であります。本州の

ほうでは４０度を超えるような気温になっ

たりだとかということで、足寄町において

も３８.２度でしたか、というような気温が

観測されているということ。それから、３

０度を超える日が非常に長く続いているだ

とか、３５度を超えてというような日も何

日もあったというようなことも含めて、非

常に暑い日が続いているというのは間違い

ないなというふうに思っていますし、地球

の温暖化というところの影響だというふう

に思えば、この３年間が特に暑かったとい

うことではなくて、これからもやはり暑い

日が続くだろうというふうに思うところで

あります。 

熱中症にかかられた人、どのぐらいい

らっしゃるのか把握はしておりませんけれ

ども、外で仕事をされる方もいらっしゃい

ますし、また、高齢者の方でエアコンなど

がなければ、部屋の中ででも熱中症になる

だとかという、そういう危険性もあるとい

うようなことを聞いておりますので、そう

いった意味では、本当に命に関わるよう

な、そういう暑さになってきているとい

う、そういう状況がこれからももしかした

ら続くかもしれないなという、そういった

認識にはなっているところであります。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君）  そういう意味で

は、共通認識に立てるという意味でいいで

すね、今の町長の答弁はね。そういうふう

に理解しましたけれども。 

３点目、小中学校でエアコンがついてい

ない教室がありますね。それは今、例え

ば、現場の先生方や教育長が考えられてい

て、エアコンがなくても大丈夫だというふ

うに判断できるでしょうか、今後もという

意味ですけれども。もちろんあったほうが

いいのが当たり前ですよ。金のかかること
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ですから、すぐはできないでしょうけれど

も、その辺のあったほうがいいなと、つけ

るべきだと考えているかどうか、判断をお

聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

学校のエアコンの設置につきましては、

ふだん児童生徒が生活する普通教室だと

か、足寄中学校については特別教室になり

ますが、あと職員室等、ふだん児童生徒、

職員が生活する教室についてはエアコンを

設置しております。ただ、これは令和５年

度に補正予算を認めていただいて、設置し

たものでございますが、それまでも多くの

議会の一般質問からも、小中学校にエアコ

ンをつけてあげてほしいという要望もあり

ました。本当に子供の健康だとか考えてい

ただいて、本当にありがたいことだなと

思っていましたが、何せ有利な財源がな

かったということもありまして、なかなか

できませんでしたが、令和５年度、こう

いった猛暑もあって、過疎債を充当してつ

けるということになりました。ただ、緊急

的な部分と、あと予算的な総額をちょっと

抑える部分、やはりふだん使わない教室ま

でつけることはないだろうという判断の

下、必要最低限の教室ということで設計を

させていただきました。 

その中で、あまりたくさんつけると、電

気工事だとか、屋外キュービクルの増設工

事だとか伴ってくることがありますので、

これは小中学校と協議しながら、つける教

室については選定させていただいて、必要

最低限の教室に設置すると。将来の児童生

徒数、学級数も見越して設置するというこ

とで、設計させていただいたところです。 

ですので、今現在、小中学校にもお話は

聞いていますが、特段エアコンがない部屋

があるから増やしてほしいだとか、そう

いった要望は今のところ寄せられていない

という状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 私のところで聞い

た話では、保護者の方ですね、できれば全

ての教室にエアコンをつけてほしい、もち

ろん当たり前だと思うのです。今、次長が

言われたとおり、前に電気の関係の工事も

しなければ駄目だというのがあって、現時

点に収まったというのは分かっていますの

で。ただ、こういう状況がずっと続いてい

くという共通認識の中で、つけられるので

あればつけたほうがいいというふうに判断

しているかどうかというのを聞きたかった

のです。なくても大丈夫だよと。これまで

も子供の中で、あるいは教職員の中で、熱

中症で倒れたとか、そうなったとかという

事例はないと。だとすれば、今のままでい

けるのかというふうに判断されたのかどう

かというのを知りたかったのですね。それ

は大丈夫だということですね、今のところ

では。 

○議長（髙橋秀樹君） 東海林教育長、答

弁。 

○教育長（東海林弘哉君） 財源が関係し

てくるので、簡単に答えは出せないのです

けれども、絶対要件か配慮事項かというと

ころで我々は判断しています。配慮事項

で、例えば体育館とかも絶対にあったほう

がいいのです。でも、体育館につけるとな

ると、本当に側の断熱のことですとか、い

ろいろなことが絡んでくる。例えば、近隣

の町村では、もうこの体育館にはつけられ

ませんと業者から言われているような、そ

んな建物もある。 

そんな中で、まず、例えば体育をずらし

て、１時間目、２時間目にするとか、涼し

いうちにやるとか、そんな努力をしながら

教育活動ができるかどうか。あればいいよ

ねという配慮事項、そこの部分について

は、長期的に見て整備していく必要がある

だろうというふうに考えていますので、ま
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ずは、最低限、絶対必要な教育活動ができ

るかどうかという判断をして、今のところ

設置させていただいています。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 聞いているほうに

は、私もそう思いますけれどもね。ただ、

これからの気象条件、災害級だと言われて

いる中で、いつ何が起こるか分からなく

て、体育館は意外と避難場所になるという

ケースがありますよね。そのときにもし、

今年の夏みたいな状況で、体育館で避難し

ていてクーラーがなかったら、避難した

人、体を壊すのは当たり前ですよね。そう

いうことも踏まえて、今すぐではなくて、

長期的に考えて、災害対策のことも含め

て、あるいは学校教育のことも含めて、検

討する必要があるのだろうというふうに思

います。もちろん予算がかかるから、今す

ぐは判断できないとしても、そういう意味

があるだろうと思っています。 

もう一つ、公営住宅に入っている方が

クーラーをつけたい、あるいは７５歳以上

になっている方が自分の体力が心配だとい

う中で、町営住宅は、そんなに暑くならな

いでしょうか。私、住んだことがないか

ら、実感は分からないのですけれども、そ

の辺はどうでしょうか。高齢者の方に、あ

まりにも過酷だ、あるいは大丈夫だという

ふうな、その辺の判断は。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡建設課長、答

弁。 

○建設課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

公営住宅であれば涼しいかどうかという

部分でございますが、公営住宅、基本的に

は、耐震だとか、そういった構造にはしっ

かり下地部分を造っておりますけれども、

必ずしも、今現在の断熱構造ですから、あ

る程度は断熱が効いていますので、外気温

に左右されないようなことにはなってきま

すけれども、通常の一般の住宅とほぼ変わ

らない状況にはなろうかと思いますので、

ですから、暑いときには暑いということ

で、公営住宅だから涼しいというようなこ

とにはならないと考えているところでござ

います。 

危険度についても、一般住宅の状況と変

わらない状況ですので、各住宅にお住まい

の方によっては、暑いと感じられる方もい

らっしゃれば、これが適温だというふうに

感じられる方もいらっしゃいます。 

熱中症の関係でいけば、気温もあります

けれども、水分の補給だとかが重要になっ

てくる部分もございますので、そういった

部分で、危険度を単純に住宅の場所だけで

私がお答えすることはできないかなという

ふうに考えておりますで、御理解いただき

たいと思います。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） ５点目です。 

町内のコミセン等で、これは老人クラブ

の方から要望があったのですけれども、頻

繁にというか、日常的に老人クラブの役員

会とかその他で、大きな催しではなくて役

員会クラスで集まるような部屋に、ぜひエ

アコンが欲しいという話があったのです

ね。それは建設課にお伺いして、答えは返

したのですけれども、全てのコミセンは今

ついていませんよね、エアコンが。ついて

いない状況なのですと言ったら、そうです

かと言っていましたから、そういう意味で

は、やむを得ないと思って理解してくれた

と思うのですけれどもね。 

だけれども、その方が言うみたいに、日

常的に老人クラブの役員会とか運営委員会

とかやっているところに、会館全体にクー

ラーをつけてくれというのではなくて、そ

の部屋だけクーラーをつけてくれないかと

いう要望というのは、分かる気がするので

す、今年の夏を経験していると。それは、

どこかでぜひ検討してほしいなと思うので

す。一気にはいかないでしょうけれども、
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全てのコミセンや会館につけるようにはな

らないでしょうから、高齢者が、言わば本

当に体力の弱い方が一番利用される部屋で

すね。そこにクーラーがついている部屋が

会館に１個あってもいいのかなという思い

が、その老人クラブの役員の方の話を聞い

ていて思ったものですから、そんなことも

ちょっと伝えておきたいと思います。 

それで、最後になりますけれども、上士

幌と士幌で、上士幌は上士幌町高齢者等熱

中症対策エアコン購入費補助事業というの

ですね。これは、町内に住所を有する世帯

で６５歳以上のみで構成している世帯、そ

れから滞納していないこと、エアコンがな

いうちという三つの条件があれば、エアコ

ンをつける最大７万５,０００円ですね。 

士幌は５点あるのですよ。７５歳以上の

みの世帯、それから、要介護１以上の認証

を受けている場合で７０歳以上、それか

ら、身体障害者手帳１級から３級まで持つ

方がいる７０歳以上の方のみ、それから、

療育手帳Ａを持つ方で７０歳以上の方、そ

れから、精神障害者手帳１級を持つ方がい

る場合で７０歳以上というような５点をつ

けて、これも７万５,０００円上限になって

いますけれども、そういう制度があるので

すね。 

足寄でもぜひ検討してくれないかと、

私、言ったのですけれども、例えば、町営

住宅に入っている方がエアコンをつけたい

なと思ったときに、稼働式のエアコンを買

いたいと、それには補助は出ませんよね、

住環境整備補助金では。そこのところがあ

るものですから、もし、今の制度があれ

ば、逆に住環境整備補助金を使うことがで

きますよというアイデアがあれば別ですけ

れども、多分できないと思いますので、そ

こをカバーするために必要なので、士幌や

上士幌でやっているみたいな少額の制度で

すけれども、必要でないのかなという思い

があったのですね、それで最初、町長に、

こういう猛暑のときに命に関わる問題だか

ら、緊急の課題だという認識が共有できま

すかと聞いたのはそこなのですよ。そうい

うところを拾っていただきたいという思い

があったものだから、ぜひ、その制度を検

討していただきたいという思いがあるので

す。それについてはどうでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 基本的には、先ほ

どの答弁でも申し上げましたように、この

住宅改修の事業だとか、そういったものを

活用していただいてということで考えてお

りますけれども、そういうことでカバーし

切れない部分だとかについては、少しほか

のところを聞いていますけれども、上士幌

と士幌というような、ほかではそのぐらい

しか聞いてはいないですね。 

そういった部分で、今後、こういう暑い

夏がまた今年も来年もということで継続し

て来るということで考えていくと、やはり

どこか少し涼しいところで体を休めるとい

うか、体を冷やすだとか、そういう場所と

いうのはやはり必要になってくるのかなと

思っています。そういった意味で、この

クーラーステーションだとか、そういった

部分も、できれば町の中あちらこちらにあ

るといいなというふうに思っていまして、

今段階では、何か所もまだないですけれど

も、そういう場所も増やしながらだとかと

いうことも考えなければならないというふ

うに考えているところであります。 

また、補助金についても、今までだと夜

になると大体涼しくなるのですけれども、

最近は夜になってもなかなか涼しくなって

いかないという、そういう日もあるという

こともありますので、昼間はそういうクー

ラーステーションだとか、いろいろなとこ

ろを活用することはできても、夜、なかな

かできないだとかということもあるのかな

というふうに考えているところでありま

す。そういうことを考えていくと、夜、今

までだったら窓を開けていれば何とかなっ

たというのも、ならなくなってくるかもし
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れないなというところ、そういう状況など

も踏まえながら、少し調査・研究させてい

ただきたいと思うところであります。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 調査・研究してい

ただくという答弁でしたので、ぜひ、これ

も検討してほしいのですけれども、上士幌

も士幌も可動式エアコンはいいのですよ。

補助対象に入っているのですね。だけれど

も、電気代は補助に入っていないのです

よ。新聞報道などによると、クーラーをつ

けたい、つける金がないからつけないとい

うのは分かりますよね。だけれども、クー

ラーはつけてあるけれども、動かすと電気

代かかるから、電気代払えないから稼働さ

せないという方で、熱中症になったという

事例も報告されていましたので、結局やは

りエアコン本体を買う、設置する費用、そ

れから稼働させるための電気代、必要だと

思うのですよね。だから、三つやはり補助

しなければ駄目だと思うのです、どうせや

るのであればね。それも、今私が言ったみ

たいに、固定式の１５万円とか２０万円す

るものではなくて、スポットクーラーとい

うのですか、今、町長が言われたみたい

に、本当に夜、窓を開けても涼しくならな

いときに、自分のところだけでも当てると

か。高齢者の御夫婦二人で涼む場所が必要

だとかというときに、スポットクーラーで

もいいのではないかという思いがあるもの

ですからね。それにそういう補助制度があ

るといいなと思ったものですから、ぜひ、

そのことも一緒に含めて検討してほしいと

思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 確かにエアコンが

あっても電気代がかかるので、なかなかエ

アコンを使えないだとか、うちもそういう

感じがあるのですけれども、実際のとこ

ろ、エアコンがついていても、なかなかエ

アコンをつけさせてもらえないという状況

もありますけれども、そういった部分では

人それぞれの使い方だとかというのもあり

ますので、人それぞれの感じ方というのも

違うので、一概に言えない部分もあるので

す。 

ただ、やはり電気代だとか、そういった

ところまでというのは、やはりかなり難し

いかなというふうに思っています。それ

は、やはりそれぞれの生活の中で使ってい

る電気代だとかという部分もあるので、電

気代というのはそれぞれの負担で、それぞ

れの家で、それぞれの感じ方があって、家

の条件も違うので、どれだけ使わなければ

ならないだとかというようなこともありま

すから、そういった部分ではやはりなかな

か難しいところだろうなというふうに思っ

ています。 

そこはそういう感じかなと、ちょっと難

しいかなというふうに思っていますけれど

も、いかに部屋の中を少し涼しくすること

ができるかなというところを中心に、先ほ

ども言いましたけれども、調査・研究させ

ていただくというようなことになるかなと

思います。必ずしもきちんとしたエアコン

がないと駄目だということではなくて、も

しかすると、扇風機だけで十分間に合って

いるという人もいれば、やはりスポット

クーラーみたいなものがあれば、それで間

に合うという人もいればというようなとこ

ろなのかなというふうに思いますので、な

かなか多様な形になりますので、一概にど

ういう形でできるものなのかといったとこ

ろは、なかなか難しいところでありますけ

れども、勉強させていただきたいというふ

うに思います。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 町長が言われてい

るとおりだと思いますね。 

これも新聞の読者欄に載っていた記事で

すけれども、京都です。冷蔵庫も持ってい

ない、もちろんエアコンも持っていない、
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つけないのです。つまり自然の環境の中

で、どうやって快適に過ごすかということ

を実践している御夫婦なのですね。それで

やっていけるからすごいなと思ったのです

けれども、足寄でなかなかできないですよ

ね。その方の環境を読んでいると、結局、

緑がいっぱいあるのですよ。舗装されてい

るとか、コンクリートで囲まれているとか

というのは全部排除できている環境なので

すね。だから、緑のカーテンがあって、緑

のシャワーがあってという感じなのです

ね。それで暑い京都でもクーラーなしで、

冷蔵庫なしで、過ごせているという話があ

りましたからね。もちろんいろいろな方が

いらっしゃって、いろいろな実践があるの

だと思うのですけれども、ただ、先ほど

言ったみたいに、本当に高齢者のみの世帯

で、町民センターが緊急避難シェルターだ

と、夏、暑いときはそこに行っていてもい

いよとなったとしても、そこまで行けない

方がいると思うのですね。そういう方のた

めにスポットクーラーなり可動式のクー

ラーを提供できるというシステムが必要だ

と思うのです。それで、先ほど町長にお聞

きしたみたいに、今の熱帯夜というので

しょうか、猛暑というのでしょうか、もっ

と続くだろうという思いがありますので、

そこのところを考える必要があるなと、ぜ

ひ検討していただきたいと思うのですよ。 

それで、国連の事務総長でしたか、地球

温暖化ではなくて沸騰化だと言いましたよ

ね。そういう時代に入っているのだという

ことで、言わば警告だと思うのですけれど

も、全国紙で、エアコンが購入できないか

らということで、電気代も払えないからと

いうことで、エアコンを動かさないという

ことがあって亡くなったという事例が報道

されていたりしますので、こんなときだか

らこそ、猛暑が来る前に、今言ったような

最低限のところの、命を守るための保障と

いうのでしょうか、支援する必要があるの

ではないかと思います。それで、ぜひ、そ

ういう支援制度を検討していただきたいと

いうふうに思っています。 

足寄町内の中でというのですか、自宅、

あるいは学校、町営住宅、コミセン等の施

設の中で、熱中症になって亡くなると、あ

るいは緊急搬送されると、最悪の場合、亡

くなるというような事態がないことを願っ

ているということをお伝えして、私の一般

質問を終わりたいと思います。よろしくお

願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、５番田

利正文君の一般質問を終了します。 

 ここで、１４時２５分まで休憩といたし

ます。 

午後 ２時１１分 休憩 

午後 ２時２５分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 次に、１２番二川 靖君。 

（１２番二川 靖君 登壇） 

○１２番（二川 靖君） 議長のお許しを

得ましたので、一般質問通告書に基づき一

般質問を行いたいと思います。 

件名、部活動の地域移行に伴う課題と対

策について。 

文部科学省が定める改革推進期間が最終

年度を迎え、残すところあと６か月とな

り、当町も総括コーディネーターを置き、

足寄町部活動地域移行検討協議会を立ち上

げ協議を行ってきていると聞いており、協

議・検討内容を含め、以下の点についてお

伺いしたい。 

１、検討協議会で挙げられた課題は何

か。 

２、部活動等指導者（教職員含む）の資

格取得へ向けた取組を考えられないか。 

３、他町村との合同チームによる保護者

の負担軽減のため、交通手段の確保は考え

られないか。 

４、外部指導者の全道・全国大会への帯

同費用の補助について考えられないか。 

５、スポーツ庁が小学校の体育専科の教



 ― 42 ― 

員が公立中の部活動の指導員を兼ねるモデ

ル事業を２０２６年度から始める方針を固

めたとの新聞報道があり、モデル事業で希

望する自治体を募り、人材確保を進める取

組を支援するとしているが、当町としてど

のように考えているか。 

以上、所見をお伺いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、東海林教育

長。 

○教育長（東海林弘哉君） 議長のお許し

をいただきましたので、教育委員会から、

二川議員の「部活動の地域移行に伴う課題

と対策について」の一般質問にお答えしま

す。 

１点目の「検討協議会で挙げられた課題

は何か」ですが、足寄町部活動地域移行検

討協議会は令和５年度に設立し、令和５年

度に３回、令和６年度に３回、本年度に１

回会議を開催しています。本協議会では、

地域移行できるものから進めていくという

方針を立て、既に卓球部や陸上部、スケー

ト部は、外部指導者を中心とした指導体制

に移行しています。今後の課題としては、

指導者や地域クラブ等の受皿の確保、運営

資金や指導者への謝礼の在り方などが挙げ

られます。 

２点目の「部活動指導者（教職員含む）

資格取得へ向けた取組を考えられないか」

ですが、この間、中学校の教諭が部活動の

指導に当たってきましたが、特段資格を必

要としていませんでした。しかし、競技経

験があっても指導経験のない指導者が活動

に従事する上で、指導力の担保は国も求め

ているところであり、より高度な指導スキ

ルを取得したいという要望があれば、その

在り方について検討していきたいと考えて

います。 

３点目の「他町村との合同チームによる

保護者の負担軽減のための交通手段の確

保」ですが、現在、野球部、サッカー部、

バレー部が本別町、陸別町と合同チームを

編成しています。合同練習の際は、保護者

が送迎しなければならず、負担の大きさは

認識しています。合同チームを編成してい

る東北部３町は、毎年本町に集まり、現状

や課題について情報交換をしています。部

員の移動手段や費用については、他の地域

においても大きな課題であり、東北部３町

でも他の課題とともに検討していきたいと

考えています。 

４点目の「外部指導者の全道・全国大会

への帯同費用の補助」ですが、現在も陸上

等外部指導者への帯同費用は補助していま

す。競技連盟主催の大会出場に当たって

は、教員の帯同を求められないものもあり

ますが、保護者を引率者とみなすなど、柔

軟に対応しています。 

５点目の「スポーツ庁のモデル事業への

考え」についてですが、この間、国の補助

を受け総括コーディネーターを配置し、本

町に合った部活動の地域移行について取り

組んできました。部活動の地域移行に係る

国のモデル事業は複数ありますが、内容を

吟味して積極的に活用していきたいと考え

ています。 

令和５年度から始まった部活動の「地域

移行」は本年度が最終年度となりますが、

全国的に見ると地域移行の取組は遅れてい

ることから、本年度に「地域展開」と名称

が変更され、地域全体で取り組むことにな

りました。さらに、令和８年度から令和１

３年度までの期間を「改革実行期間」とし

て新たな取組が始まることから、引き続

き、全ての部活動の地域展開の取組を進め

ていきます。指導者や受け皿の確保、費用

負担等の解決しなければならない課題は多

岐にわたりますが、北海道教育委員会から

の情報提供や合同チームを編成する東北部

３町が密に連携し、部活動の地域展開の取

組を進めてまいりますので、御理解を賜り

ますようお願い申し上げ、二川議員の一般

質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（髙橋秀樹君）  再質問を許しま

す。 
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１２番二川 靖君。 

○１２番（二川 靖君） 答弁の中では、

いろいろ検討して、今後以降も要望があれ

ば検討していきたいということで、いろい

ろお答えをいただいて、誠にありがたいの

かなということで、今、答弁を聞いており

ました。 

それで、１点目の検討協議会で挙げられ

た課題ということで、卓球部、陸上部、ス

ケート部は、外部指導者を中心の指導体制

に移行されてきているということでありま

すけれども、特に地域クラブ等の受け皿の

確保や運営資金や指導者への謝礼の在り方

ということで問題点があるのかなと思って

います。これは多分学校側と保護者がいろ

いろ話をしながら、謝礼等についても考え

られているのかなというふうに思っていま

すけれども、公務員がこういったことで

行って謝礼を受け取ると、謝礼というのは

ありなのか、ないのか、そこら辺を教えて

いただきたいと思います。 

民間は関係ないのかなと思いますけれど

も、例えば役場の職員だとか、その他の公

務員の方が従事していて、謝礼という言葉

が本当に当てはまるのか、当てはまらない

のか、そこら辺、お聞きしたいなと思いま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。 

○教育次長（丸山一人君） まだ完全に制

度が完成しているものではないのですけれ

ども、将来的には受け皿の中に希望する学

校の先生だとか、あと地域の人材、これは

公務員も含みますけれども、そういった方

が担えるようにということで、その辺につ

いては文科省からもありまして、謝金とい

う形ですので、副業というわけではござい

ませんので、その辺はクリアしているとい

うふうに私どもは考えております。 

○議長（髙橋秀樹君）  １２番二川 靖

君。 

○１２番（二川 靖君） 今、次長のほう

からありましたけれども、謝金ということ

でオーケーということで言われていますけ

れども、例えば、町長にお伺いしたいの

は、副業でないから、それはオーケーとい

うことで受け取っていいのですか、これ

ね。もう一回確認しておかないと、後で、

今、教育次長が言うようにオーケーだよ、

謝金ならオーケーだよと言って、副業では

ないよと言われて、例えば、町としてどう

なのかな、教育委員会と見解が違ったら困

るので、そこら辺お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 今でもいろいろな

ところで、例えば講師をやって謝礼を受け

るだとかという部分があったりとかします

けれども、事前に、そういうことをやりま

すよということでの申請を上げていただい

て、それを町のほうで許可をするというよ

うな形で、今段階ではやっております。 

今後どうなっていくのかといった部分

は、よく分からない部分もありますけれど

も、現状でもそういう形で、許可制みたい

な形でやっていますので、きちんと手続だ

けしていただければ、特に問題はないのか

なというふうに考えているところでありま

す。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １２番二川 靖

君。 

○１２番（二川 靖君） 今の町長の答弁

を聞いて安心したのですけれども、私も

ちょっと経験があって、届出申請をして初

めて許可をいただいて、いいですよという

ことで、私の経験からいったら、謝礼は頂

かないところ、頂くところは結構分けられ

ていたのですね、自分の元の職場で言え

ば。そういったこともあったので、そこら

辺が確認できれば、そういった運営資金の

謝礼ということでは、届出制で町長等が許

可すればいいのだというふうに考えて、押

さえておきますので、そういったことで問
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題ないように、これについてはしっかりも

う一回内部検討しながら、そういった指導

者に迷惑がかからないように対応をお願い

したいというふうに思っているところであ

ります。 

２点目なのですけれども、部活の指導者

の資格取得ということで、なかなかこれは

いろいろありまして、多分部活ではそんな

に必要はないのかなというふうに思ってい

るのですけれども、少年団等がいろいろあ

りまして、中学校にはないということなの

ですけれども、やはり子供の成長期に合わ

せて指導していかなければならないという

ことでいえば、教育長が言うように、高度

な指導スキルを取得していきたいというこ

とで、検討していきたいと考えているとい

うことなので、意外とＮＨＫの通信講座だ

とかなんとかで、いろいろなことをやって

いるのですよね。そういったことも活用し

ながら、今後、やっていっていただきたい

というふうに考えているのですけれども、

そこら辺、どうなのでしょうかね。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育長（東海林弘哉君） この指導者の

資格取得というところで、その在り方につ

いて検討したいという答弁書になっている

のです。というのは、これは種目によって

本当にいろいろありまして、資格を取得す

るための金額だとかも全く違うものですか

ら、一律に同じように考えることができな

いなというふうに今考えています。ですか

らその辺りも、きちんと調査をして明確に

した上で、どの種目はどうなのかというと

ころも明らかにしていかないと、種目に

よって段差ができてしまうとか、ある種目

にだけものすごく金額をかけるとかという

ことになってしまいますから、それも含め

て在り方を検討させていただきたいという

ことでございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １２番二川 靖

君。 

○１２番（二川 靖君） 言われているこ

とは十分分かります。 

競技によってはそれぞれ資格取得に関わ

る部分というのは、お金というか負担金が

相当違うのかなというふうに思っています

し、講座を受けるのも結構お金がかかると

いうふうに聞いていますので、そこに教育

長が言われるように調査・研究をしなが

ら、どういったところから広げていけるの

かということも検討していただきたいし、

そういったことで、今後以降、改革期間か

ら地域展開、令和１３年度までということ

で言われていますので、そこら辺も含め

て、この点については検討していっていた

だきたいと思っていますので、よろしくお

願いしたいと思っています。 

それと、３点目なのですけれども、合同

チームによる保護者の負担軽減ということ

で、交通手段の確保ということで、今回出

させていただきました。 

野球部、サッカー部、バレー部が３町の

合同チームを組んでいるということで、こ

れについても、移動手段やら費用につい

て、他の地域においても大きな課題になっ

ているということで、３町でも検討してい

きたいということで言われておりますけれ

ども、実際、清水町ですか、この間、新聞

に出ていたのですが、部活の送迎バスを出

しているということで、清水町でやってい

るというのが新聞に載っていたのですね。

清水町では現在１０人乗りのワゴン車２台

でやっているということで、８月時点で８

団体がこのバスを利用してやっているとい

うふうになっているのですが、多分これは

清水町の中の御影だとか同じ地域の町の中

の移動手段なのかなというふうに思ってい

るのですけれども、特段足寄においては、

本別、足寄ということで、どこを拠点にし

てやっているのかということで考えれば、

やはり３町できちんと話をしながら、本別

から足寄、足寄から陸別、陸別から足寄、

足寄から陸別といろいろな方法を考えない

と、その地域間でアンバランスが出て、う
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ちの地域がたくさん負担しなければならな

いだとか、そういうふうになったら、また

これひとつもめる原因になってくるのかな

というふうに思っていますので、ぜひ、部

活が合同チームとしてできるようにここを

再度検討していただいて、保護者の負担が

少なくなるような方法というのを再度検討

してもらって、考えていただきたいなと

思っていますし、もうこれは３町でも何回

か、そういった話はしているのでしょう

か、お伺いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

私も新聞記事等で、他の自治体の部活動

の地域移行の取組だとか、あと教育関係の

新聞とかで状況を見たりすると、やはり部

活動の部員が減ってきて、例えば清水町

だったら町内の中学校同士だとか、あとは

本町みたいに近隣町村と合同チームを組ま

なければならないという自治体はたくさん

あります。こういった中で、移動手段です

けれども、今現在、保護者の負担というこ

とでなっていますが、議員仰せのとおり、

やはり不公平感というか、例えば近郊の３

町でいうと、本別ばかりに行くというのは

不公平になってしまいますので、例えばバ

レー部の状況をちょっと確認してみたので

すけれども、週の水曜日が部活をやらない

日ですので、平日４日につきましては、自

分たちだけで練習する日も当然あります

し、あと本別町に移動して練習する日もあ

ります。足寄町に移動して練習する日もあ

るということで、なるべく両町が片一方に

集まるなど偏らないようにということを配

慮しながらやっているということですの

で、他の部活も同じような考えでやってい

るということですので、その部分を何とか

御理解いただきたいなというふうに考えて

いるところです。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １２番二川 靖

君。 

○１２番（二川 靖君） 今、次長がおっ

しゃったとおり、一生懸命努力してやって

いる姿は見えますし、バレー部の今、お話

をされましたけれども、今度、野球が難し

いのですよね。バレーより野球のほうが難

しいし、またサッカーもやはり難しいとい

うふうに考えていますので、競技人口の数

が減ってきているというか、部活動に来る

ということ自体が減ってきているのかなと

いうふうに思っておりますし、そういった

部分で言えば、再度、負担のかからないよ

うに、お互い検討していただきたいと思っ

ています。 

今、町のほうでバスを用意するだとか、

これを３町に言ってみても、予算的に厳し

いし、今すぐ用意しろといっても、令和１

３年まで車を用意しろといっても、今、車

もなかなか手に入らない時代ですので、そ

ういった無理なことは言いませんけれど

も、やはり負担のかからないように、子供

たちが伸び伸びとできるような環境をつ

くっていただきたいというのが一番私の願

いですので、そういったことも含めて検討

していただいて、進めていっていただきた

いと思っています。 

今後以降、都会ではいいのかもしれませ

ん。この田舎においては、子供たちの数も

必然的に減ってきますし、部活が本当にや

りたくてもできないような状況も、今後以

降、考えられますので、そこら辺も念頭に

置きながら、そういった検討も進めていっ

ていただきたいというのが、私の願いだと

いうことであります。 

４点目の外部指導者の全道・全国大会の

帯同費用の関係なのですけれども、外部指

導者の帯同費用は補助していますというこ

とで、陸上等となっていますけれども、そ

ういった認識が全くなくて、例えば部活動

の中で担当の先生だとか帯同できない場合

については、保護者がずっと選手と一緒に

行くというふうになれば、保護者について
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も柔軟に対応しながら、帯同費用を出して

いるというふうに聞いていたのですけれど

も、陸上ほかというのは、これはどういっ

たことなのかお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） 陸上ほかとい

うか、基本的には、教育委員会で補助する

内規がございます。それに基づいて、中学

校のほうから大会要項と一緒に、この選手

が参加します、この指導者が参加しますと

いうことで、申請が上がって補助金を支出

するということになります。 

基本的には中体連事業になりますので、

基本的には中学校の顧問なり中学校の先生

が帯同するということが求められる例があ

りますが、ただ、中体連とまたちょっと違

う種類の場合については、中学校の教員、

顧問が帯同を求められない場合について

は、保護者、指導経験のある方かなと思う

のですが、そういった方が帯同するのは認

められるということで、それは陸上以外に

ついても、そういう例があれば、事前に相

談というか協議して、その取扱いについて

は検討している状況ということでございま

す。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １２番二川 靖

君。 

○１２番（二川 靖君） そういったこと

で、帯同費用についても補助をしていると

いうことなのですけれども、例えば、教員

というか、中学校の先生がその部活動の顧

問をしていて、この間、全中で陸上、惜し

くも４位になったのですけれども、そのと

ころについては帯同していたのは、多分学

校の先生なのかなと、新聞の名前を見たら

そうだったのかなというふうに思っている

のですけれども、例えば、外部指導者がつ

いていく中で、子供たちが力を発揮できる

ような環境というのを求められた場合、例

えば、外部指導者に帯同をお願いしますと

子供たちから、例えばですよ、あった場合

にでも、これは特例として認められるの

か、認められないのか、お聞かせ願いたい

なと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

先ほどお話しした内規に基づいて、中学

校からの申請に基づいて支出するというこ

とになりますが、その内規につきまして

は、大会に参加する選手の人数以上の派遣

はできないということになっております。 

今回、全国大会１名ということですの

で、基本的には帯同については１名という

ことになって、それ以外については、基本

的に内規上、交付することができないとい

う状況になっております。 

ただ、全国大会、議員おっしゃるとお

り、やはりその力を発揮するためには、ふ

だん指導をいただいている先生、外部指導

者含めて同行したほうが力を出せるのでは

ないかという御意見も当然あると思います

ので、今後、部活動の地域移行、これから

今検討段階ですので、その中でも御意見と

して検討させていただきたいというふうに

考えております。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １２番二川 靖

君。 

○１２番（二川 靖君） 今、次長からも

答弁があったように、検討していただきた

いというふうに思っています。 

その内規についても、ちらっとだけ目を

通したことがあるのですね。それで、今

言った内規も、変えられるものであれば、

変えていただきたいというのがあって、先

ほども言ったように、教職員の帯同ができ

ない場合は、旅行日程の中で、先ほど言っ

た保護者だとか、指導者経験のある方が帯

同できるというふうになっているのだとす

れば、例えば、そちらの外部指導者という

部分について、先生から要請があった場
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合、内規を変えていただいて、めったにな

い全国大会ですから、全道大会とまでは言

いませんけれども、全国大会なので、そこ

ら辺についても検討していただけないかな

というふうに思いますけれども、いかがで

しょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。 

○教育長（東海林弘哉君） そもそも地域

移行がなぜ出てきたかというところを立ち

返ると、中学校の先生方の部活指導、これ

を見直して、本来の職務に専念できるよう

にしようというところからスタートしてい

ますから、それが今まで中体連大会、これ

については必ず学校職員が引率しないと大

会に参加できないということがありました

ので、どうしてもそこは引率しなければな

らなかった。ただ、今、こういう地域移行

というふうになってきて、全国中学校体育

連盟も北海道体育連盟も、そういうものを

踏まえて、今、変更をかけてきているとこ

ろですので、最終的には学校の先生でなけ

ればならないということにならないと、外

部指導者もオーケーだとか、そういうこと

を検討している、今、過渡期にある状況で

す。ですから、最終的にはふだん指導して

くれている人が大会にも引率するというよ

うな形で実現していくのかなというふうに

は考えています。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １２番二川 靖

君。 

○１２番（二川 靖君） 今の教育長の答

弁のとおり、そういうふうになっていって

ほしいなということもありますし、そう

いったことで、子供たちが力を発揮できる

ような体制というものをサポートしていけ

れば一番いいのかなというふうに思ってい

ますので、いずれにしても、中学校の先生

というのは、中体連になれば必ず先生がつ

いていくと。悪いですけれども、校長先生

も教頭先生も、全部会場を回って顔を出し

て応援しているというのを知っています。

そういったこともあって、今、働き方改革

だとかいろいろなことで、業務に専念する

とか、いろいろあるのかもしれませんけれ

ども、そういったことで、先生の負担も軽

減をさせていくと。一方では、外部指導者

を入れて競技を活性化して、子供たちが力

を発揮できるようなということも考えてい

ますし、もっと言えば、野球も３町でやっ

ておりますけれども、結局、そういった子

供たちが、最終的には足寄高校に入って、

野球をやっていただきたいということもあ

りますので、やはり外部指導者に頼りなが

ら、そういったことで進めていっていただ

きたいと考えておりますので、そういう点

についても、地域展開の令和１３年度まで

の間で、状況が変われば、検討していって

進めていっていただきたいと考えています

ので、よろしくお願いしたいと思っていま

す。 

あと、５点目、最後なのですけれども、

このモデル事業について、内容を吟味して

積極的に活用していきたいということで言

われていますけれども、果たして、足寄町

において、小学校の先生が、専任の先生を

置いて、本当にそこの部活動で活用できる

のか、できないのか、今の時点でよろしい

ですけれども、そこら辺どう考えているの

か、考え方をお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

今回、御指摘いただきましたモデル事業

なのですけれども、新聞報道でお知りに

なったというふうに伺っていますが、実は

まだあまり詳しいことは下りてきていなく

て、内容が私どももよく分からなくて、照

会してみたのですが、まだ詳しい内容につ

いてはこれからということになっておりま

すので、現段階で、詳しい状況がまだ言え

る状況にはないのかなというふうに思いま

す。 
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今現在、私ども、コーディネーター配置

だとか、検討協議会の開催費用だとかとい

う部分、文科から補助金をもらって、この

３年間やってきましたし、それ以外にも

様々なモデル事業がありますので、それを

含めて、何が本町の地域移行にうまくマッ

チした事業になるかという部分を精査して

検討させていただきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １２番二川 靖

君。 

○１２番（二川 靖君） 分かりました。 

ただ新聞記事なのですね、私の見たの

が。調べれば、こういうことはあるので

す。あるというか、やっていきたいという

だけのことであって、それが国会でどう

なっているのか、その辺は分かりませんけ

れども、新聞記事に載った以上はやってい

くのかなという思いがありますので、今回

の質問に追加させていただいて、どういっ

たことでやっていけるのかなということを

分かっていればお聞きしたかったというこ

となのです。 

これはまた、文科省、スポーツ庁から指

示が下りてくるのかなと思っていますけれ

ども、そういった時点でまたさらに、足寄

町で何ができるのかということを協議会と

して検討していきながら、進めていってい

ただきたいというふうに思っています。 

移行期間、今補助金を頂いて、来年の３

月までやっていくわけなのですけれども、

例えば地域展開、令和８年度、来年の４月

以降、令和１３年度までの間、これについ

てもどうなのですか、補助金制度というの

はあるのでしょうか、どうなのでしょう

か。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） これから詳し

い来年度の文科省の概算予算の連絡、通知

があるかなと思うのですが、令和３年度も

申請するに当たっては、やはりもうちょっ

とレベルを上げなければ駄目だよとか、い

ろいろな申請が上がって認めてもらうまで

には、かなりのやり取りがあったというこ

とも事実でございます。これが来年度事業

を継続できて、もし継続してもこれを応募

するか、採択になるかというのも、まだ今

の現段階では決めておりませんが、もしこ

れがなくなって発展的な事業がもしあるの

であれば、併せて、教育長答弁のとおり、

前向きに申請に向けて検討させていただき

たいとは考えております。 

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １２番二川 靖

君。 

○１２番（二川 靖君） 今答えられたと

おり、予算もまだ確定はしていないという

段階の中で、ただ、今回も来年度までのこ

ともそうなのですけれども、金はあんまり

出さないけれども、事業だけは一生懸命や

れと、移行を段取りしなさいという国の方

針ですから、本当に大変なのかなというふ

うに思っていますけれども、令和８年から

令和１３年、５年間ですか、子供たちのた

めに、再度総括コーディネーターを置ける

ような、そして協議会を開いて議論できる

ような、そしてまたお金がかかるのは、本

別町だとか陸別町と合同で足を運びなが

ら、一生懸命やらざるを得ないということ

がありますので、そういったことで町の負

担もかなりまた大きくなってきたら困るの

で、先ほど言ったように申請するものは申

請しながら、きちんとやっていただければ

ありがたいなというふうに思っています。 

今回は部活動の地域移行に伴う問題で話

をしましたけれども、高校のほうも一生懸

命やっていることがありますので、例えば

高校も外部指導者がいるとすれば、帯同費

用等々も、道の学校だからそんなの関係な

いよと言われるかもしれませんけれども、

高校のほうも、野球部も頑張っています

し、弓道部も頑張っていますので、そう

いったことで、内規も見直してもらいなが

ら、高校のほうも外部指導者の申請があれ
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ば、ぜひそういったことも検討の一つにな

らないのか、お聞きしたいなと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 教育次長、答弁。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。 

高校の部活動につきましては、足寄高校

振興会補助金の中で、部活動の活動に関す

る大会参加費だとか補助しているところで

す。 

ただ、部活以外でも取り組んでいる部活

というか、スケート部は足寄高校にはない

のですね。でも、スケートに取り組んでい

らっしゃる方、今はいないですが昔は水泳

に取り組んでいる方もいました。そういっ

た方につきましては、部活動の補助金では

なくて、少年団だとか一般の成人の方が参

加する文化スポーツ補助金の中で対応する

ことが可能ですので、実際、そこで参加に

当たって申請が上がって補助した実績もご

ざいますので、そういったことは今後も対

応できるかなというふうに考えておりま

す。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １２番二川 靖

君。 

○１２番（二川 靖君） 分かりました。 

私の知らない話が出てきて、そういった

ことで申請をすればということであります

ので、多分この申請についてもほとんどの

方が知らないのかなというふうに思いま

す。その申請方法も含めて、何かの機会で

お話をしていただいて、ばんきり話した

ら、お金ばかりの話になりますので、何か

の機会があればこういったこともあります

よということで、アナウンスしてもらえれ

ばありがたいのかなと思っています。 

最後になりますけれども、本当に今回の

一般質問も、足寄町にとってはお金のかか

る話ばかりで、誠に申し訳なかったのです

が、やはり子供たちを育てるということ

で、足寄町も様々な子育て支援していると

いうことで、これについても本当に頭が下

がる思いでいますけれども、さらにこう

いったスポーツ・文化を通じながら、健全

な子供たちを育てていくということで、そ

ういった必要なところについては、幾ばく

かでも面倒を見ていただければありがたい

というふうに思っていますので、そこら

辺、最後にお聞かせ願って、私の一般質問

は終わりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 東海林教育長、答

弁。 

○教育長（東海林弘哉君） いろいろ考え

る機会をいただいて本当にありがたいなと

思っています。私たちもこういう機会があ

ると、いろいろなことが整理できる。今の

課題は何なのかということも焦点を当てら

れるということもあります。 

実際に、地域移行の取組、今は地域展開

ですけれども、本町としてはかなり早い段

階から取組を進めています。その取組も本

町だけでなくて、本別も陸別も３町一緒の

取組として将来いけるように、最初からス

タートしているというところもあります。

ただ、早くから取り組んでいるのになかな

か形として出てこない、その理由は何なの

かというところ、その難しさがすごくあり

ます。 

実は、北海道教育庁で、現在の道内の市

町村の取組状況をまとめたもの、６月１日

段階のものですけれども、それがありま

す。その中で、それぞれの市町村において

課題に感じていることは何ですか。この上

位四つ、まさしくうちで悩んでいることな

のですけれども、まず、一番最初が指導者

の確保です。これが９２.７％。それから、

次が、実施主体、受け皿団体の確保や体制

整備、８２.６％です。それから、その次が

運営財源の確保、８０.９％。そして、四つ

目に来るのが生徒の移動手段の確保、７４.

２％です。ほかにもたくさんあるのです

が、この四つ、まさしくうちの町でもすご

く苦しんでいるところです。 
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それを解決するためにどうしていったら

いいかということを一つ一つ潰しながら、

子供たちのためにというふうにやっている

のですが、簡単なことではない。なぜ簡単

でないか。これは、持続可能なものとしな

ければならない。来年だけでいいですよと

か、３年もてばいいですよというものでな

くて、子供たちが少なくなっていっても、

それがずっと続いていける、そういうもの

をつくり上げておかなければならない。そ

ういうシステムにしなければならないとい

うことがあります。 

ですから、例えば移動手段にしても、帯

広市内だったら、自転車でここに集合ね

と、これで済むのですよね。それから帯広

市は、タクシーの活用もやっていますよ

ね、委託業者を決めて。でも、足寄町でタ

クシーというのは、これはなかなか厳しい

です。ではバスでと、バスも数が決まって

いる。では、そういうところをどうクリア

していくかということを、簡単に形として

出てこないことに、今、一生懸命トライし

ているというところです。 

ただ、幸いなことに、３町連携して最初

からやっている。これは私たちの強みで

す。常に情報交換をしながらやっている。

この質問をいただくときにも、３町でこん

なふうに答弁したいのだけれどもいいです

かというような確認もしています。これを

お互いにやっているのです。そのぐらい連

携をしながらやろうというふうにしていま

す。こういうことや、それから今、コー

ディネーターの業務に当たっている職員も

すばらしい人材ですから。こういう強みも

あります。そういう強みを生かしながら、

課題を一つ一つ解決していく、そういうふ

うに努力していきたいなと思っています。 

今回、本当に整理の機会を頂いてありが

とうございました。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、１２番

二川 靖君の一般質問を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日は、これで延会としたいと思いま

す。 

 御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、本日はこれで延会することに決

定いたしました。 

 

◎ 延会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） 本日はこれで延会

とします。 

 次回の会議は、９月１２日午前１０時よ

り開会いたします。 

 大変御苦労さまでございます。 

午後 ３時０９分 延会 
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